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序章 計画策定にあたって 

 

１ 特定健診・特定保健指導の導入の趣旨 

健診等の保健事業については、現在、老人保健法や医療保険各法に基づいて市

町村、企業、医療保険者によって実施されているが、各健診の役割分担が不明確で

あり、受診者に対するフォローアップが不十分であるとの指摘がされているところであ

る。 

このため、健診・保健指導については、 

① 適切に実施することにより、将来の医療費の削減効果が期待され、医療保険者

が最も大きな恩恵を受けること 

② 医療費のデータと健診・保健指導のデータを突合することができ、より効果的な

方法等を分析できること 

③ 対象者の把握を行いやすいこと 

以上のことから、保険者が実施主体となることにより、被保険者だけでなく、従来手

薄だった被扶養者に対する健診も充実し、健診受診率の向上が見込まれるほか、

十分なフォローアップ（保健指導）も期待できることから、保険者にその実施が義務

付けられたものである。 

上記の趣旨により、国保保険者である大野城市は、「高齢者の医療の確保に関す

る法律」（以下「法」という。）に基づき、４０歳以上７５歳未満の被保険者、被扶養者に

ついて、平成２０年度から糖尿病等の生活習慣病に着目した健診及び保健指導（以

下それぞれ「特定健診」、「特定保健指導」という。）を行う。 

 

２ 特定健診・保健指導の対象となる生活習慣病 

市民(国保加入者)の受療の実態を見ると、高齢期に向けて生活習慣病の外来受

療率が徐々に増加し、次に７５歳頃を境にして生活習慣病を中心とした入院受療率

が上昇している。これを個人に置き換えてみると、不適切な食生活や運動不足等の

不健康な生活習慣がやがて糖尿病、高血圧症、高脂血症、肥満症等（以下「糖尿病

等」という。）の生活習慣病の発症を招き、外来通院及び投薬が始まり、生活習慣の

改善がないままに、その後こうした疾患が重症化し、虚血性心疾患や脳卒中等の発

症に至るという経過をたどることになる。 

このため、生活習慣の改善により、若い時からの糖尿病等の生活習慣病の予防対

策を進め、糖尿病等を発症しない境界域の段階で留めることができれば、通院患者

を減らすことができ、更には重症化や合併症の発症を抑え、入院患者を減らすことが

でき、この結果、市民(国保加入者)の生活の質の維持及び向上を図りながら医療費

の伸びの抑制を実現することが可能となる。 

糖尿病等の生活習慣病は、内臓脂肪の蓄積（内臓脂肪型肥満）に起因する場合が
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多く、肥満に加え、高血糖、高血圧等の状態が重複した場合には、虚血性心疾患、脳

血管疾患等の発症リスクが高くなる。このため、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドロ

ーム）の概念に基づき、その該当者及び予備群に対し、運動習慣の定着やバランス

のとれた食生活などの生活習慣の改善を行うことにより、糖尿病等の生活習慣病や、

これが重症化した虚血性心疾患、脳卒中等の発症リスクの低減を図ることが可能と

なる。特定健康診査・保健指導の対象となる生活習慣病は、メタボリックシンドローム

（内臓脂肪症候群）の該当者・予備群とする。 

 

３ メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目する意義 

 平成 17 年４月に、日本内科学会等内科系 8学会が合同でメタボリックシンドローム

の疾患概念と診断基準を示した。 

これは、内臓脂肪型肥満を共通の要因として、高血糖、脂質異常、高血圧を呈する

病態であり、それぞれが重複した場合は、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症リス

クが高く、内臓脂肪を減少させることでそれらの発症リスクの低減が図られるという考

え方を基本としている。 

すなわち、内臓脂肪型肥満に起因する糖尿病、高脂血症、高血圧は予防可能であ

り、また、発症してしまった後でも、血糖、血圧等をコントロールすることにより、心筋

梗塞等の心血管疾患、脳梗塞等の脳血管疾患、人工透析を必要とする腎不全など

への進展や重症化を予防することは可能であるという考え方である。 

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の概念を導入することにより、内臓脂

肪の蓄積、体重増加が血糖や中性脂肪、血圧などの上昇をもたらすとともに、様々な

形で血管を損傷し、動脈硬化を引き起こし、心血管疾患、脳血管疾患、人工透析の

必要な腎不全などに至る原因となることを詳細にデータで示すことができるため、健

診受診者にとって、生活習慣と健診結果、疾病発症との関係が理解しやすく、生活習

慣の改善に向けての明確な動機づけができるようになると考える。 
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内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための
健診・保健指導の基本的な考え方について

実施主体

評 価

方 法

保健指導
の対象者

内 容

目 的

特 徴

健診・
保健指導
の関係

市町村

アウトプット（事業実施量）評価
実施回数や参加人数

一時点の健診結果のみに基づく保健
指導

画一的な保健指導

健診結果で「要指導」と指摘され、健
康教育等の保健事業に参加した者

健診結果の伝達、理想的な生活習慣
に係る一般的な情報提供

個別疾患の早期発見・早期治療

プロセス（過程）重視の保健指導

健診に付加した保健指導

これまでの健診・保健指導

医療保険者

アウトカム（結果）評価

糖尿病等の有病者・予備群の２５％減少

健診結果の経年変化及び将来予測を踏まえた保
健指導

データ分析等を通じて集団としての健康課題を設
定し、目標に沿った保健指導を計画的に実施

個々人の健診結果を読み解くとともに、ライフスタイ
ルを考慮した保健指導

健診受診者全員に対し、必要度に応じ、階層化さ
れた保健指導を提供
リスクに基づく優先順位をつけ、保健指導の必要性に応じて「情報提供」

「動機づけ支援」「積極的支援」を行う

自己選択と行動変容
対象者が代謝等の身体のメカニズムと生活習慣との関係を理解し、生

活習慣の改善を自らが選択し、行動変容につなげる

内臓脂肪型肥満に着目した早期介入・行動変容
リスクの重複がある対象者に対し、医師、保健師、管理栄養士等が早期
に介入し、行動変容につながる保健指導を行う

結果を出す保健指導

内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のた
めの保健指導を必要とする者を抽出する健診

これからの健診・保健指導

行動変容を

促す手法

最新の科学
的知識と、
課題抽出の
ための分析

４ 内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための健診・保健指導の基本的な

考え方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 計画の性格 

 この計画は、国の特定健康診査等基本指針（法第１８条）に基づき、大野城市国民

健康保険が策定する計画であり、福岡県医療費適正化計画と十分な整合性を図るも

のとする。 

 

６ 計画の期間 

 この計画は５年を一期とし、第１期は平成２０年度から平成２４年度とし、５年ごとに

見直しを行う。 

 

７ 計画の目標値 

 この計画の実行により、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の該当者・予備

群を平成２７年度までに２５％減少することを目標とする。 
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第１章 医療保険者の集団としての疾病特徴や被保険者の健康状態

の現状と課題 

 

１ 社会保障の視点でみる医療保険者（市町村）の特徴 【様式６－１】 

第2号被保険者の原因疾患は脳血管疾患がいちばん多くを占め、医療の状況も脳

血管疾患が県より割合が多くなっている。予防可能な疾患であるので健診・保健指導

により介護保険受給者の減少、医療費高騰の防止を目指す。 

 

２ 医療費が高くなる病気は何か 【表１－１、１－２】 

1 ヶ月１００万円以上の高額レセプト（２００万円以上にすると少ないので、分析しに

くいため１００万円とした）１７件、総額費用 25,502,930 円。１７人中１０人が生活習慣

病を有している。心疾患や整形外科、悪性腫瘍で手術を施行したケースが高額にな

る傾向がある。心疾患を有する５人のうち４人が糖尿病も有している。心疾患や糖尿

病は予防可能な疾患であるので、これらの予防対策に重点的に取り組むことで医療

費の高騰を防ぐことが期待できる。 

 

３ 入院によって医療費が高くなる（入院６カ月以上）病気は何か 【様式２－１】 

精神疾患が大半を占めるが精神疾患に関してはメカニズムが複雑であり予防は難

しい。また、今回の医療制度改革では「予防可能な生活習慣病を予防する」と名言さ

れており、脳血管疾患（４０．５％）、高血圧（４０．５％）、糖尿病（２２．８％）へ移行さ

せないための介入が必要となる。特に、いちばん多く占めている脳血管疾患は他の

生活習慣病との重なりが多い。健診・保健指導により高血圧や糖尿病の重症化・長

期化を防止することで、結果的に脳血管疾患の予防が期待できる。 
 

４ 人工透析の実態  【表４－１、４－２】 

平成 19 年 4 月現在の患者数７０人、そのうち糖尿病性３２人（４５．７％）。１人１ヶ

月あたりの費用は約５０万円で、年間約６００万円にもなる。年齢は男女とも６０歳代

がいちばん多い。本市が転出転入の多い市であることと退職後国保に加入する６０

歳代で急激に患者数が多くなる傾向をみると新規人工透析者数がどれくらい占める

かは把握しにくいが、少なくとも年々患者数は増加している。昨年度は１年間の間に５

２人増えている。 

 

５ 生活習慣病の治療状況（０～７４歳の平成１９年４月レセプトより） 
【表３－１～３－７】 

（１）生活習慣病全体の治療状況 
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（２）糖尿病の治療状況 

 

（３）高血圧の治療状況 

 

（４）高脂血症の治療状況 

 

（５）虚血性心疾患の治療状況 

 

（６）脳梗塞の治療状況 

 

（７）人工透析の治療状況 

 

大野城市の国保被保険者のうち４，５３９人（１６．２％）が生活習慣病の治療を

受けている。５０歳代から生活習慣病治療者が増加し、６０歳代では男性で３５．

７％、女性で３５．５％が治療を受けている。予防を重視した取り組みが医療保険者

に求められていることから、生活習慣病の発病が増加する４０歳代、５０歳代以前

の若年層の生活習慣病の予防が重要となってくる。全治療者に占める割合が県よ

り多い脳血管疾患では、他の生活習慣病との重なりは男女とも５０歳代から急激に

増え、重なっている基礎疾患は高血圧が６４．９％、高脂血症が５１．８％、糖尿病

が２８.５％と多くなっている。  

 

６ 被保険者の健康状況 

（１）健診受診状況 【様式６－９】 

４０～７４歳の受診率は、１５．５％（男性 １３．４％、女性 １７．３％）。年代でみ

ると男女とも６４歳以下の受診率が低くなっている。若い世代の受診しやすい健診・

保健指導体制を整備し、早期から生活習慣病予防を積極的に行っていく必要があ

る。 

 

（２）健診有所見者状況 【様式６－２～６－７】 

男女とも県より突出して多い項目は血糖である。また、年齢が上がるにつれ、有

所見率も上がっている。次に多い項目は LDL である。 

 

（３）メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）のリスクの重複状況 【様式６－８】 

男女とも腹囲※＋高血圧（男性１３.７％ 女性１０.３％）、腹囲＋高血圧＋高脂血

（男性７.６％ 女性６.０％）が多い。男女とも腹囲＋高血圧の段階で予防介入が必

要である。肥満者のうち男性は８８％女性は８０％がメタボリック予備軍及び該当者

であることから、まずは肥満解消の支援が必須である。なかでも男性は４０歳代、 
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女性は年齢が上がるにつれて肥満者が多い。若い層を重点的に支援することが 

重要と思われる。 ※腹囲測定は未実施のため BMI２４以上の者とした 
 

（４）治療未受診者・中断者対策（HbA1c7.0 以上の有所見者１６人 ※６４歳以下） 

【表７－１】 

健診有所見者状況でいちばん深刻である血糖を分析した。合併症の恐れのある

HbA1c7.0 以上の人１６人のうち未治療が１２人（７５％）もいた。健診受診率の低い

本市では健診未受診者の中にもこのような人がもっと多く存在すると考えられる。

人工透析患者が年々増加していることも考えると、本市は糖尿病対策に重点を置く

必要があると考えられる。 

 

７ 医療制度改革の目標達成に向けた改善方策の検討 

（１）健診実施率の向上方策 

平成 18 年度大野城市総合健診において、国保である者の受診率は 15.5％であ

るが、年齢別にみると、65～74 歳までの受診率 26.0％に対し、40～64 歳までの受

診率は7.6％と極端に低くなる。65歳以上の者には全員、健診の受診券を郵送して

いることが受診率が高い要因として考えられることから、全年齢について受診券を

発送することにする。 

また、休日健診の実施や 40～65 歳については集団健診だけでなく、個別健診も

受診できるようにすることで受診率向上を図る。 

 

（２）保健指導実施率の向上方策 

待ち時間を短縮するため予約制にしたり、できる限り保健指導対象者の都合に

合わせ、夜間や訪問も対応する。 

また、保健指導においては、健診結果の見方だけにとどまらず、健診結果が示

すからだのメカニズムの理解に重点をおいた保健指導とする。さらに、個人の経年

変化を表すデータや個人のデータが入った資料を準備するなど、個人にあった保

健指導を提供し保健指導実施率の向上を図る。 

 

（３）メタボリックシンドローム該当者・予備群の減少方策 

本市は、糖尿病対策に重点を置く必要があることから、血糖値がより正確に把握

できる HｂA1c と腎機能を把握できる血清クレアチニンは必須項目とする。 



順位 原因 １０万対
６５歳未満
比率

原因 １０万対
６５歳未満
比率

原因 １０万対
６５歳未満
比率

第１位 悪性新生物 260.9 22.4 悪性新生物 273.4 23.2 悪性新生物 171.4 26.4

第２位 心疾患 137.0 12.6 心疾患 110.7 11.8 肺炎 61.5 5.3

第３位 脳血管疾患 101.6 11.8 脳血管疾患 90.7 11.5 脳血管疾患 58.2 14.8

第４位 肺炎 85.0 0.1 肺炎 88 3.4 心疾患 53.9 10

第５位 不慮の事故 30.2 31.1 不慮の事故 35.6 32
その他の
呼吸器疾患 19.4 5.6

介護保険第２号被
保険者（６５歳未満
者）の原因疾患

原因
要介護
１、２、３の
割合

要介護
４、５の
割合

原因 認定件数
要介護
４、５の
割合

原因
（第２～７位
は同率）

要介護
１、２、３の
割合

要介護
４、５の
割合

第１位 脳血管疾患 3,980 21.5% 脳血管疾患 67.3% 15.4%

第２位 慢性関節リウマチ 545 11.7% 両膝変形性 0% 0%

第３位
糖尿病性神経障害

糖尿病性腎症

糖尿病性網膜症
418 7.2% パーキンソン 66.7% 33.3%

第４位 初老期の認知症 312 34.3% リウマチ 0% 33.3%

第５位 脊髄小脳変性症 230 24.8% 初老期認知症 66.7% 0%

第６位 脊髄小脳変性症 66.7% 33.3%

第７位 糖尿病性腎症 33.3% 0%

治療者数
全治療者
に占める
割合

総人数に
対する割合

治療者数
（H18.5）

全治療者
に占める
割合

総人数に
対する割合

治療者数
全治療者
に占める
割合

総人数に
対する割合

虚血性心疾患 25,971 6.3 4.1 796 17.5% 2.9%

脳血管疾患 17,639 4.3 2.8 825 18.2% 3.0%

糖尿病 46,040 11.2 7.4 1,402 30.9% 5.0%

高血圧症 95,541 23.3 15.3 3,066 67.5% 11.0%

４０～７４歳受診者
数/受診率（％）

有所見順位 有所見項目 人数 割合 有所見項目 人数 割合 有所見項目 人数 割合

第１位 LDL 107,379 57.8 総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 974 43.1

第２位 収縮期血圧 99,766 53.7 収縮期血圧 657 29.1

第３位 HbＡ1c 72,435 39.0 BMI 471 20.8

第４位
腹囲
BMI

25,323
46,982

29.1
24.7

γ-GTP 446 19.7

第５位 中性脂肪 44,004 23.7 中性脂肪 437 19.3

第６位 拡張期血圧 40,727 21.9 拡張期血圧 314 13.9

第７位 血糖 39,563 21.3 空腹時血糖 312 13.8

第８位 ALT(GPT) 26,763 14.4 血色素量 184 8.1

第９位 尿蛋白 19,916 10.8 赤血球数 181 8.0

第１０位 尿酸 11,039 8.3 HbA1c 178 7.9

対象者数 対象者数 対象者数

動機づけ支援 13.4% 29,867(16.1%) 286（12.6％）

積極的支援 11.5% 9,306(5.0%) 41（1.8％）

様式６－１

様式６－１　健診・保健指導計画作成のためのアセスメント表

保険者の特徴を考えて見ましょう　～対象者の優先順位を考えるために～　

平成18年度 全国 県 保険者

被保険者総数 47,601,025 1,853,048 27,960

４０～７４歳被保険者数/割合（％） 955,554／51.6％ 14,676／52.5％

６５～７４歳被保険者数/割合（％） 419,211／22.6％ 6,065／21.7％

死亡の状況
(H17)

障害の状況

医療の状況
　

１８年５月診療分
レセプト

健診・保健指導の
状況

185,463人／19.8％ 2,261人／15.5％

実施者数（実施率） 実施者数（実施率） 実施者数（実施率）



高点数になる病気は何か
ひと月100万円以上使った人のリスト： 17 件

1 女 71 1,834,190 ● ● 狭心症　慢性心房細動
2 男 67 1,704,980 ● ● 不安定狭心症　慢性閉塞性動脈硬化症
3 女 75 1,438,830 ● 左大腿骨頚部骨折
4 男 66 1,326,020 ● ● ● 不安定狭心症　
5 女 59 1,047,690 ● ● 左下肢閉塞性動脈硬化（糖尿病性壊疽）

7,351,710 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0

100% 80% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 8% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8%
18,151,220 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

6 男 73 2,380,850 ● 食道癌　
7 女 71 2,086,830 1 弓部大動脈瘤破裂
8 女 47 1,921,690 成人T細胞性白血病
9 男 59 1,755,470 ● うっ血性心不全　
10 女 74 1,644,300 両変形性膝関節症
11 男 59 1,456,430 直腸癌
12 男 74 1,325,950 全身性痙攣重積発作
13 男 63 1,307,090 声門上癌　左喉頭癌
14 男 70 1,117,650 左下咽頭癌
15 男 70 1,098,970 腸腰筋腫瘍
16 女 71 1,052,220 潰瘍性大腸炎
17 女 48 1,003,770 アレルギー性気管支肺

25,502,930 5 5 2 0 0 0 0 0 0 1
29% 29% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6%

○ 心疾患や整形外科、悪性腫瘍で手術を施行したケースが高額になる傾向がある。

○

→

脳
梗
塞

脳
出
血

脳
血
管
そ
の
他

年
齢

費用額
心
疾
患

糖
尿
病

主病名

人
工
透
析

網
膜
変
性

腎
臓
障
害

神
経
障
害

心疾患、糖尿病は予防可能な疾患であり、医療費削減も期待できるため重点的に取り組む必要がある。

小計（人）
疾患割合－心疾患（有）

疾患割合－心疾患（無）
小計（人）

表1-1

合計
疾病割合（全体）

心疾患を有する5名のうち4名は糖尿病も有している。

転
帰

平成19年4月審査分

No
性
別



血管の傷み方から生活習慣病をみる（治療の中での予防を考える） ※表1-2のうち生活習慣病治療者

糖
尿
病

イ
ン
ス
リ
ン

虚
血
変
化

洞
調
節
不
全

そ
の
他

脳
梗
塞

脳
出
血

そ
の
他

動
脈
硬
化

動
脈
閉
塞

網
膜
変
性

腎
臓
障
害

神
経
障
害

1 男 73 平1904 2,380,850 ○ ○ 食道癌

2 女 71 平1904 2,086,830 ○ ○ 弓部大動脈瘤破裂

3 女 71 平1904 1,834,190 ○ ○ ○ ○ ○ 狭心症　慢性心房細動

4 男 59 平1904 1,755,470 ○ ○ うっ血性心不全

5 男 67 平1904 1,704,980 ○ ○ ○ ○ 不安定狭心症　慢性閉塞性動脈硬化症

6 女 75 平1904 1,438,830 ○ ○ ○ 左大腿骨頚部骨折

7 男 66 平1904 1,326,020 ○ ○ ○ ○ ○ 不安定狭心症

8 男 70 平1904 1,098,970 ○ 腸腰筋腫瘍

9 女 71 平1904 1,052,220 ○ ○ 潰瘍性大腸炎

10 女 59 平1904 1,047,690 ○ ○ ○ ○ 左下肢閉塞性動脈硬化

020：大野城市 性別：すべて 年齢：すべて 人数：10人

No.
性
別

年
齢

診
療
年
月

費
用
額

高
血
圧

高
脂
血
症

糖尿病
高
尿
酸
血
症

心疾患 脳血管疾患

腎
臓
疾
患

肝
臓
疾
患

人
工
透
析

血管変性 細動脈変化

そ
の
他

H
1
9
健
診

主病名

表1-2



様式２－１　６ヶ月以上入院しているレセプトの一覧 平成19年4月診療分（5月審査分） （26～368は省略） 大野城市

番号 被保険者番号 性別 年齢
入院時
年齢

入院
年月日

入院
月数

傷病名１ 傷病名２ 傷病名３ 高血圧症 糖尿病 高脂血症
高尿酸
血症

虚血性
心疾患

脳血管
疾患

動脈閉塞

総費用額
（直近レセプト費

用
×入院月数）

直近レセ
プト費用

1 女 107 104 H16.6.11 34 脳梗塞 ● ● 17,238,000 507,000

2 男 107 83 S58.10.8 282 統合失調症 ● 118,112,880 418,840

3 男 107 106 H18.2.3 14 精神病質、アルコール依存症 ● 4,844,420 346,030

4 男 107 104 H16.3.15 37 躁鬱病 ● 16,176,696 437,208

5 女 107 105 H17.4.14 24 アルツハイマー型認知症による廃用症候群 13,229,520 551,230

6 女 107 106 H18.4.1 13 脳梗塞 ● ● 6,837,480 525,960

7 男 107 105 H17.6.15 22 統合失調症（躁状態） 12,494,680 567,940

8 男 107 100 H12.5.30 83 統合失調症 34,569,500 416,500

9 男 107 106 H18.10.3 6 脳梗塞 ● ● ● 323,556 53,926

10 男 107 106 H18.10.2 6 慢性腎不全 ● ● 798,672 133,112

11 女 107 106 H18.9.4 7 第１２胸椎圧迫骨折 腰椎圧迫骨折 5,422,200 774,600

12 女 107 98 H10.10.23 102 気分障害 右大腿骨頚部骨折術後 ● 41,742,480 409,240

13 男 107 106 H18.5.25 11 直腸癌術後 慢性腎不全 統合失調症 ● ● ● 2,705,912 245,992

14 男 107 105 H17.7.3 21 膵癌術後 ● ● 6,809,040 324,240

15 女 107 105 H17.8.5 20 多発性脳梗塞 虚血性心疾患 ● ● 4,757,920 237,896

16 男 107 93 H5.8.2 164 統合失調症 精神遅滞 ● ● ● 70,723,360 431,240

17 男 107 97 H9.5.20 119 統合失調症 53,007,360 445,440

18 女 107 98 H10.5.12 107 統合失調症 ● 54,306,780 507,540

19 女 107 106 H18.4.28 12 てんかん ● 5,176,320 431,360

20 女 107 94 H6.5.6 155 脳梗塞 ● ● ● 105,382,640 679,888

21 男 107 103 H15.2.13 50 両側視床脳梗塞 ● 30,510,000 610,200

22 男 107 102 H14.9.5 55 脳梗塞後遺症（仮性球麻痺） ● ● ● ● ● 25,179,000 457,800

23 女 107 98 H10.11.6 101 脳梗塞（仮性球麻痺） ● ● 50,847,440 503,440

24 男 107 105 H17.1.28 27 脳梗塞（右片麻痺　仮性球麻痺）右大腿骨骨折術後 ● ● 12,588,480 466,240

25 女 107 83 S58.1.4 291 統合失調症 132,486,480 455,280

総計368人 計（人数） 149 84 49 23 73 149 19

（うち精神疾患114人） 割合 40.5% 22.8% 13.3% 6.3% 19.8% 40.5% 5.2%

再掲（人数） 虚血性心疾患 45 20 9 9 42 4

脳血管疾患 81 39 18 14 42 13

動脈閉塞 14 13 0 3 4 13

再掲 虚血性心疾患 30.2% 23.8% 18.4% 39.1% 28.2% 21.1%

脳血管疾患 54.4% 46.4% 36.7% 60.9% 57.5% 68.4%

動脈閉塞 9.4% 15.5% 0.0% 13.0% 5.5% 8.7%

（参考の医療費）
（再掲）生活習慣病　該当するところに●



件数 受診者数 費用額 点数
受診者一人
あたり

平均医療費
H15年度 1,237 1,080 534,482,350 53,448,235 494,891 表4-1
H16年度 1,310 1,115 586,041,950 58,604,195 525,598
H17年度 1,320 1,141 611,487,920 61,148,792 535,923
H18年度 1,395 1,193 603,251,510 60,325,151 505,659

透析者年齢構成（H19.4現在）

年齢 男性 女性 計

20歳代 1 0 1

30歳代 0 3 3

40歳代 1 1 2

50歳代 7 2 9

60歳代 20 11 31

70歳以上 16 8 24

計 45 25 70

大野城市人工透析の状況
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血管の傷み方から生活習慣病をみる（治療の中での予防を考える） 人工透析者（H19.4　70人）（21～70は省略） 表4-2
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1 女 49 平1904 148,950 ○ ○ ○

2 男 68 平1904 416,190 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 男 61 平1904 394,970 ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 男 66 平1904 423,260 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 男 60 平1904 375,820 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 女 38 平1904 376,970 ○ ○

7 女 70 平1904 484,790 ○ ○ ○ ○ ○

8 男 64 平1904 457,470 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 男 42 平1904 583,510 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 男 72 平1904 386,190 ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 男 58 平1904 358,940 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 男 60 平1904 375,570 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 男 28 平1904 403,700 ○ ○ ○

14 男 58 平1904 502,960 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15 男 51 平1904 454,620 ○ ○ ○ ○

16 男 60 平1904 403,860 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 女 31 平1904 399,210 ○ ○ ○ ○

18 女 65 平1904 370,710 ○ ○ ○ ○ ○

19 女 64 平1904 371,960 ○ ○ ○ ○

20 女 34 平1904 367,220 ○ ○ ○ ○

人数 60 11 32 13 9 28 6 22 11 2 2 70 11 70 17 4 6 32 24 3

割合 85.7% 15.7% 45.7% 18.6% 12.9% 40.0% 8.6% 31.4% 15.7% 2.9% 2.9% 100.0% 15.7% 100.0% 24.3% 5.7% 8.6% 45.7% 34.3% 4.3%

平均費用額 443,225

020：大野城市 性別：すべて 年齢：すべて 人数：70人
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血管の傷みから生活習慣病をみる（年齢別・男女別集計表）

糖
尿
病

イ
ン
ス
リ
ン

虚
血
変
化

洞
調
節
不
全

心
疾
患

　
そ
の
他

脳
梗
塞

脳
出
血

脳
血
管

　
そ
の
他

動
脈
硬
化

動
脈
閉
塞

網
膜
変
性

腎
臓
障
害

神
経
障
害

0 ～ 19 1,800 2 2 0.1% 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ～ 29 1,296 3 3 0.2% 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

30 ～ 39 1,505 32 32 2.1% 9 14 10 2 7 2 2 2 2 2 0 0 8 0 2 0 1 0 1 0

40 ～ 49 1,122 85 85 7.6% 44 37 30 5 14 12 6 12 7 1 0 3 9 1 3 3 2 2 9 3

50 ～ 59 1,619 259 259 16.0% 190 113 100 7 64 50 29 41 31 8 5 11 27 7 20 6 11 5 14 2

60 ～ 69 2,594 927 927 35.7% 662 411 385 32 165 186 110 157 149 11 5 19 79 10 88 44 56 26 87 12

70以上 3,101 764 764 24.6% 541 308 315 19 153 195 100 144 167 12 7 12 58 0 123 54 42 15 74 9

小　計 13,037 2,072 2,072 15.9% 1,449 885 840 65 404 445 247 357 356 34 17 46 182 19 236 107 112 48 185 26

0 ～ 19 1,682 1 1 0.1% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ～ 29 1,210 3 3 0.2% 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 ～ 39 1,360 16 16 1.2% 6 6 5 0 1 0 2 1 0 1 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0

40 ～ 49 1,087 68 68 6.3% 27 31 12 0 3 3 5 2 4 2 0 1 4 1 1 2 1 0 2 5

50 ～ 59 1,939 337 337 17.4% 223 188 58 6 6 39 27 39 33 7 5 4 18 1 27 15 6 1 16 11

60 ～ 69 3,276 1,164 1,164 35.5% 767 716 275 30 41 153 107 150 145 11 11 14 91 10 117 37 48 20 77 13

70以上 4,306 878 878 20.4% 594 534 212 13 35 156 82 131 179 9 11 5 77 0 154 32 44 7 62 13

小　計 14,860 2,467 2,467 16.6% 1,617 1,477 562 49 86 351 224 325 361 30 27 27 191 15 299 86 99 28 157 42

0 ～ 19 3,482 3 3 0.1% 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ～ 29 2,506 6 6 0.2% 1 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

30 ～ 39 2,865 48 48 1.7% 15 20 15 2 8 2 4 3 2 3 0 3 9 3 2 0 1 0 1 0

40 ～ 49 2,209 153 153 6.9% 71 68 42 5 17 15 11 14 11 3 0 4 13 2 4 5 3 2 11 8

50 ～ 59 3,558 596 596 16.8% 413 301 158 13 70 89 56 80 64 15 10 15 45 8 47 21 17 6 30 13

60 ～ 69 5,870 2,091 2,091 35.6% 1,429 1,127 660 62 206 339 217 307 294 22 16 33 170 20 205 81 104 46 164 25

70以上 7,407 1,642 1,642 22.2% 1,135 842 527 32 188 351 182 275 346 21 18 17 135 0 277 86 86 22 136 22

小　計 27,897 4,539 4,539 16.3% 3,066 2,362 1,402 114 490 796 471 682 717 64 44 73 373 34 535 193 211 76 342 68

平成19年5月審査分 020：大野城市

性
別

年
代

被
保
険
者
数

生
活
習
慣

　
　
レ
セ
枚
数

生
活
習
慣

　
　
　
人
数

占
有
率
(
％
)

高
血
圧

細動脈変化

そ
の
他

備
考

脳 血 管 疾 患
腎
臓
疾
患

肝
臓
疾
患

人
工
透
析

男
　
性

女
　
性

合
　
計

表3-1

血管変性
高
脂
血
症

糖 尿 病
高
尿
酸
血
症

心 疾 患



血管の傷みから生活習慣病をみる（年齢別・男女別集計表） 糖尿病

糖
尿
病

イ
ン
ス
リ
ン

虚
血
変
化

洞
調
節
不
全

心
疾
患

　
そ
の
他

脳
梗
塞

脳
出
血

脳
血
管

　
そ
の
他

動
脈
硬
化

動
脈
閉
塞

網
膜
変
性

腎
臓
障
害

神
経
障
害

0 ～ 19 1,800 2 2 0.1% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ～ 29 1,296 3 3 0.2% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 ～ 39 1,505 32 32 2.1% 10 31.3% 2 4 10 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

40 ～ 49 1,122 85 85 7.6% 30 35.3% 13 13 30 4 2 5 3 6 3 0 0 2 4 1 1 1 1 2 7 0

50 ～ 59 1,619 259 259 16.0% 100 38.6% 67 51 100 7 21 23 15 14 13 2 2 5 11 3 10 4 10 5 14 1

60 ～ 69 2,594 927 927 35.7% 385 41.5% 247 194 385 32 41 87 43 63 60 3 3 14 46 8 33 24 51 26 86 5

70以上 3,101 764 764 24.6% 315 41.2% 225 150 315 17 57 98 52 71 64 3 3 8 32 0 32 29 38 15 73 3

小　計 13,037 2,072 2,072 15.9% 840 40.5% 554 412 840 62 122 213 114 154 140 8 8 29 93 12 77 58 101 48 181 9

0 ～ 19 1,682 1 1 0.1% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ～ 29 1,210 3 3 0.2% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 ～ 39 1,360 16 16 1.2% 5 31.3% 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 ～ 49 1,087 68 68 6.3% 12 17.6% 2 4 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1

50 ～ 59 1,939 337 337 17.4% 58 17.2% 36 34 58 6 1 7 5 6 3 1 0 1 4 0 9 4 5 1 15 0

60 ～ 69 3,276 1,164 1,164 35.5% 275 23.6% 173 176 275 29 12 46 25 41 25 2 2 4 39 2 30 12 45 19 71 8

70以上 4,306 878 878 20.4% 212 24.1% 149 142 212 13 12 46 24 41 37 4 3 2 33 0 31 12 38 7 59 2

小　計 14,860 2,467 2,467 16.6% 562 22.8% 362 358 562 48 25 99 56 88 65 7 5 7 76 2 70 28 89 27 147 11

0 ～ 19 3,482 3 3 0.1% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ～ 29 2,506 6 6 0.2% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 ～ 39 2,865 48 48 1.7% 15 31.3% 4 6 15 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

40 ～ 49 2,209 153 153 6.9% 42 27.5% 15 17 42 4 2 5 5 6 3 0 0 2 4 1 1 1 2 2 9 1

50 ～ 59 3,558 596 596 16.8% 158 26.5% 103 85 158 13 22 30 20 20 16 3 2 6 15 3 19 8 15 6 29 1

60 ～ 69 5,870 2,091 2,091 35.6% 660 31.6% 420 370 660 61 53 133 68 104 85 5 5 18 85 10 63 36 96 45 157 13

70以上 7,407 1,642 1,642 22.2% 527 32.1% 374 292 527 30 69 144 76 112 101 7 6 10 65 0 63 41 76 22 132 5

小　計 27,897 4,539 4,539 16.3% 1,402 30.9% 916 770 1,402 110 147 312 170 242 205 15 13 36 169 14 147 86 190 75 328 20

平成19年5月審査分 020：大野城市

性
別

年
代

被
保
険
者
数

生
活
習
慣

　
　
レ
セ
枚
数

生
活
習
慣

　
　
　
人
数

占
有
率
(
％
)

糖
尿
病

占
有
率
(
％
)

高
血
圧

高
脂
血
症

糖 尿 病
高
尿
酸
血
症

心 疾 患 脳 血 管 疾 患
腎
臓
疾
患

合
　
計

表3-2

そ
の
他

備
考

男
　
性

女
　
性

肝
臓
疾
患

人
工
透
析

血管変性 細動脈変化



血管の傷みから生活習慣病をみる（年齢別・男女別集計表） 高血圧

糖
尿
病

イ
ン
ス
リ
ン

虚
血
変
化

洞
調
節
不
全

心
疾
患

　
そ
の
他

脳
梗
塞

脳
出
血

脳
血
管

　
そ
の
他

動
脈
硬
化

動
脈
閉
塞

網
膜
変
性

腎
臓
障
害

神
経
障
害

0 ～ 19 1,800 2 2 0.1% 2 100.0% 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ～ 29 1,296 3 3 0.2% 1 33.3% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

30 ～ 39 1,505 32 32 2.1% 9 28.1% 9 3 2 0 2 2 0 2 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0

40 ～ 49 1,122 85 85 7.6% 44 51.8% 44 17 13 4 4 10 4 12 4 0 0 2 6 1 3 2 1 2 4 2

50 ～ 59 1,619 259 259 16.0% 190 73.4% 190 82 67 4 43 44 22 35 25 7 5 11 15 7 15 5 6 5 7 2

60 ～ 69 2,594 927 927 35.7% 662 71.4% 662 301 247 21 128 148 84 131 100 11 5 18 62 9 60 33 31 19 53 10

70以上 3,101 764 764 24.6% 541 70.8% 541 218 225 13 110 145 77 116 116 10 7 8 49 0 77 39 24 12 48 7

小　計 13,037 2,072 2,072 15.9% 1,449 69.9% 1,449 621 554 42 287 349 187 297 245 29 17 40 135 18 156 79 62 38 112 21

0 ～ 19 1,682 1 1 0.1% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ～ 29 1,210 3 3 0.2% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 ～ 39 1,360 16 16 1.2% 6 37.5% 6 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

40 ～ 49 1,087 68 68 6.3% 27 39.7% 27 8 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0

50 ～ 59 1,939 337 337 17.4% 223 66.2% 223 106 36 3 5 31 22 33 21 5 4 4 11 1 18 10 1 0 11 9

60 ～ 69 3,276 1,164 1,164 35.5% 767 65.9% 767 443 173 18 28 109 78 123 87 10 7 11 57 6 68 25 26 14 47 11

70以上 4,306 878 878 20.4% 594 67.7% 594 355 149 11 31 124 58 99 112 7 8 5 47 0 83 27 26 6 48 10

小　計 14,860 2,467 2,467 16.6% 1,617 65.5% 1617 913 362 32 64 265 159 257 221 24 19 23 117 10 169 62 53 20 107 30

0 ～ 19 3,482 3 3 0.1% 2 66.7% 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ～ 29 2,506 6 6 0.2% 1 16.7% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

30 ～ 39 2,865 48 48 1.7% 15 31.3% 15 4 4 0 2 2 1 3 0 2 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0

40 ～ 49 2,209 153 153 6.9% 71 46.4% 71 25 15 4 4 11 4 13 5 1 0 3 8 2 3 2 1 2 5 2

50 ～ 59 3,558 596 596 16.8% 413 69.3% 413 188 103 7 48 75 44 68 46 12 9 15 26 8 33 15 7 5 18 11

60 ～ 69 5,870 2,091 2,091 35.6% 1,429 68.3% 1429 744 420 39 156 257 162 254 187 21 12 29 119 15 128 58 57 33 100 21

70以上 7,407 1,642 1,642 22.2% 1,135 69.1% 1135 573 374 24 141 269 135 215 228 17 15 13 96 0 160 66 50 18 96 17

小　計 27,897 4,539 4,539 16.3% 3,066 67.5% 3066 1,534 916 74 351 614 346 554 466 53 36 63 252 28 325 141 115 58 219 51

平成19年5月審査分 020：大野城市

性
別

年
代

被
保
険
者
数

生
活
習
慣

　
　
レ
セ
枚
数

生
活
習
慣

　
　
　
人
数

占
有
率
(
％
)

高
血
圧

占
有
率
(
％
)

高
血
圧

高
脂
血
症

糖 尿 病
高
尿
酸
血
症

心 疾 患 脳 血 管 疾 患
腎
臓
疾
患

合
　
計

表3-3

そ
の
他

備
考

男
　
性

女
　
性

肝
臓
疾
患

人
工
透
析

血管変性 細動脈変化



血管の傷みから生活習慣病をみる（年齢別・男女別集計表） 高脂血症

糖
尿
病

イ
ン
ス
リ
ン

虚
血
変
化

洞
調
節
不
全

心
疾
患

　
そ
の
他

脳
梗
塞

脳
出
血

脳
血
管

　
そ
の
他

動
脈
硬
化

動
脈
閉
塞

網
膜
変
性

腎
臓
障
害

神
経
障
害

0 ～ 19 1,800 2 2 0.1% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ～ 29 1,296 3 3 0.2% 2 66.7% 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

30 ～ 39 1,505 32 32 2.1% 14 43.8% 3 14 4 0 4 1 1 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0

40 ～ 49 1,122 85 85 7.6% 37 43.5% 17 37 13 5 5 8 3 5 3 0 0 2 3 1 3 1 1 1 6 0

50 ～ 59 1,619 259 259 16.0% 113 43.6% 82 113 51 2 42 27 16 16 11 1 3 0 13 0 12 6 4 1 7 1

60 ～ 69 2,594 927 927 35.7% 411 44.3% 301 411 194 13 90 100 50 74 70 3 3 7 46 1 35 24 29 11 41 8

70以上 3,101 764 764 24.6% 308 40.3% 218 308 150 11 78 107 49 69 79 2 5 8 33 0 51 33 15 8 39 5

小　計 13,037 2,072 2,072 15.9% 885 42.7% 621 885 412 31 220 243 119 165 163 6 11 17 100 2 102 64 49 21 93 14

0 ～ 19 1,682 1 1 0.1% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ～ 29 1,210 3 3 0.2% 2 66.7% 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 ～ 39 1,360 16 16 1.2% 6 37.5% 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

40 ～ 49 1,087 68 68 6.3% 31 45.6% 8 31 4 0 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2

50 ～ 59 1,939 337 337 17.4% 188 55.8% 106 188 34 1 5 25 17 19 13 2 2 1 14 0 12 9 0 0 8 7

60 ～ 69 3,276 1,164 1,164 35.5% 716 61.5% 443 716 176 20 29 109 62 84 77 7 8 4 73 3 68 24 32 15 53 8

70以上 4,306 878 878 20.4% 534 60.8% 355 534 142 7 26 107 58 82 118 2 6 3 60 0 86 23 27 3 43 10

小　計 14,860 2,467 2,467 16.6% 1,477 59.9% 913 1,477 358 28 61 243 140 186 209 11 16 8 149 3 167 57 59 18 104 27

0 ～ 19 3,482 3 3 0.1% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ～ 29 2,506 6 6 0.2% 4 66.7% 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

30 ～ 39 2,865 48 48 1.7% 20 41.7% 4 20 6 0 4 1 1 1 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0

40 ～ 49 2,209 153 153 6.9% 68 44.4% 25 68 17 5 6 10 5 6 4 0 0 2 4 1 4 2 1 1 6 2

50 ～ 59 3,558 596 596 16.8% 301 50.5% 188 301 85 3 47 52 33 35 24 3 5 1 27 0 24 15 4 1 15 8

60 ～ 69 5,870 2,091 2,091 35.6% 1,127 53.9% 744 1,127 370 33 119 209 112 158 147 10 11 11 119 4 103 48 61 26 94 16

70以上 7,407 1,642 1,642 22.2% 842 51.3% 573 842 292 18 104 214 107 151 197 4 11 11 93 0 137 56 42 11 82 15

小　計 27,897 4,539 4,539 16.3% 2,362 52.0% 1534 2,362 770 59 281 486 259 351 372 17 27 25 249 5 269 121 108 39 197 41

平成19年5月審査分 020：大野城市

性
別

年
代

被
保
険
者
数

生
活
習
慣

　
　
レ
セ
枚
数

生
活
習
慣

　
　
　
人
数

占
有
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％
)

高
脂
血
症

占
有
率
(
％
)

高
血
圧

高
脂
血
症

糖 尿 病
高
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酸
血
症

心 疾 患 脳 血 管 疾 患
腎
臓
疾
患

合
　
計

表3-4
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考

男
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女
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肝
臓
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人
工
透
析

血管変性 細動脈変化



血管の傷みから生活習慣病をみる（年齢別・男女別集計表） 虚血変化

糖
尿
病

イ
ン
ス
リ
ン

虚
血
変
化

洞
調
節
不
全

心
疾
患

　
そ
の
他

脳
梗
塞

脳
出
血

脳
血
管

　
そ
の
他

動
脈
硬
化

動
脈
閉
塞

網
膜
変
性

腎
臓
障
害

神
経
障
害

0 ～ 19 1,800 2 2 0.1% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ～ 29 1,296 3 3 0.2% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 ～ 39 1,505 32 32 2.1% 2 6.3% 2 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

40 ～ 49 1,122 85 85 7.6% 12 14.1% 10 8 5 3 1 12 5 3 1 0 0 2 1 1 2 2 1 2 2 0

50 ～ 59 1,619 259 259 16.0% 50 19.3% 44 27 23 1 10 50 13 13 7 1 0 2 4 2 9 3 3 2 2 1

60 ～ 69 2,594 927 927 35.7% 186 20.1% 148 100 87 11 31 186 44 71 32 3 0 4 17 4 22 17 11 10 25 5

70以上 3,101 764 764 24.6% 195 25.5% 145 107 98 6 45 195 48 66 43 3 2 3 22 0 31 26 10 3 28 4

小　計 13,037 2,072 2,072 15.9% 445 21.5% 349 243 213 21 88 445 110 154 83 7 2 11 44 7 65 48 25 17 57 10

0 ～ 19 1,682 1 1 0.1% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ～ 29 1,210 3 3 0.2% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 ～ 39 1,360 16 16 1.2% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 ～ 49 1,087 68 68 6.3% 3 4.4% 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 ～ 59 1,939 337 337 17.4% 39 11.6% 31 25 7 2 2 39 8 6 3 2 1 3 3 1 3 3 0 0 3 1

60 ～ 69 3,276 1,164 1,164 35.5% 153 13.1% 109 109 46 7 11 153 26 39 21 0 1 3 17 2 27 10 8 7 19 2

70以上 4,306 878 878 20.4% 156 17.8% 124 107 46 5 14 156 33 42 34 0 2 3 15 0 32 8 10 1 15 5

小　計 14,860 2,467 2,467 16.6% 351 14.2% 265 243 99 14 27 351 67 87 58 2 4 9 35 3 62 21 18 8 37 8

0 ～ 19 3,482 3 3 0.1% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ～ 29 2,506 6 6 0.2% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 ～ 39 2,865 48 48 1.7% 2 4.2% 2 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

40 ～ 49 2,209 153 153 6.9% 15 9.8% 11 10 5 3 1 15 5 3 1 0 0 2 1 1 2 2 1 2 2 0

50 ～ 59 3,558 596 596 16.8% 89 14.9% 75 52 30 3 12 89 21 19 10 3 1 5 7 3 12 6 3 2 5 2

60 ～ 69 5,870 2,091 2,091 35.6% 339 16.2% 257 209 133 18 42 339 70 110 53 3 1 7 34 6 49 27 19 17 44 7

70以上 7,407 1,642 1,642 22.2% 351 21.4% 269 214 144 11 59 351 81 108 77 3 4 6 37 0 63 34 20 4 43 9

小　計 27,897 4,539 4,539 16.3% 796 17.5% 614 486 312 35 115 796 177 241 141 9 6 20 79 10 127 69 43 25 94 18

平成19年5月審査分 020：大野城市

性
別

年
代

被
保
険
者
数

生
活
習
慣
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セ
枚
数

生
活
習
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血
変
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占
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血
圧

高
脂
血
症

糖 尿 病
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心 疾 患 脳 血 管 疾 患
腎
臓
疾
患

合
　
計

表3-5
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人
工
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析

血管変性 細動脈変化



血管の傷みから生活習慣病をみる（年齢別・男女別集計表） 脳梗塞

糖
尿
病

イ
ン
ス
リ
ン

虚
血
変
化

洞
調
節
不
全

心
疾
患

　
そ
の
他

脳
梗
塞

脳
出
血

脳
血
管

　
そ
の
他

動
脈
硬
化

動
脈
閉
塞

網
膜
変
性

腎
臓
障
害

神
経
障
害

0 ～ 19 1,800 2 2 0.1% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ～ 29 1,296 3 3 0.2% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 ～ 39 1,505 32 32 2.1% 2 6.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 ～ 49 1,122 85 85 7.6% 7 8.2% 4 3 3 1 0 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

50 ～ 59 1,619 259 259 16.0% 31 12.0% 25 11 13 0 6 7 8 12 31 2 2 2 4 2 5 1 0 2 3 1

60 ～ 69 2,594 927 927 35.7% 149 16.1% 100 70 60 9 11 32 21 29 149 2 1 2 5 2 21 17 5 7 22 3

70以上 3,101 764 764 24.6% 167 21.9% 116 79 64 3 32 43 24 39 167 4 3 5 9 0 46 16 5 2 18 1

小　計 13,037 2,072 2,072 15.9% 356 17.2% 245 163 140 13 49 83 54 81 356 8 6 9 18 4 72 34 11 11 43 5

0 ～ 19 1,682 1 1 0.1% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ～ 29 1,210 3 3 0.2% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 ～ 39 1,360 16 16 1.2% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 ～ 49 1,087 68 68 6.3% 4 5.9% 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1

50 ～ 59 1,939 337 337 17.4% 33 9.8% 21 13 3 0 0 3 5 1 33 2 3 0 2 0 4 3 0 0 1 3

60 ～ 69 3,276 1,164 1,164 35.5% 145 12.5% 87 77 25 1 5 21 8 18 145 1 6 0 5 0 26 6 1 1 8 3

70以上 4,306 878 878 20.4% 179 20.4% 112 118 37 3 11 34 13 26 179 3 5 2 4 0 41 7 4 3 14 4

小　計 14,860 2,467 2,467 16.6% 361 14.6% 221 209 65 4 16 58 26 45 361 7 14 2 12 0 71 17 5 4 23 11

0 ～ 19 3,482 3 3 0.1% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ～ 29 2,506 6 6 0.2% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 ～ 39 2,865 48 48 1.7% 2 4.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 ～ 49 2,209 153 153 6.9% 11 7.2% 5 4 3 1 0 1 1 1 11 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1

50 ～ 59 3,558 596 596 16.8% 64 10.7% 46 24 16 0 6 10 13 13 64 4 5 2 6 2 9 4 0 2 4 4

60 ～ 69 5,870 2,091 2,091 35.6% 294 14.1% 187 147 85 10 16 53 29 47 294 3 7 2 10 2 47 23 6 8 30 6

70以上 7,407 1,642 1,642 22.2% 346 21.1% 228 197 101 6 43 77 37 65 346 7 8 7 13 0 87 23 9 5 32 5

小　計 27,897 4,539 4,539 16.3% 717 15.8% 466 372 205 17 65 141 80 126 717 15 20 11 30 4 143 51 16 15 66 16
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血管の傷みから生活習慣病をみる（年齢別・男女別集計表） 人工透析

糖
尿
病

イ
ン
ス
リ
ン

虚
血
変
化

洞
調
節
不
全

心
疾
患

　
そ
の
他

脳
梗
塞

脳
出
血

脳
血
管

　
そ
の
他

動
脈
硬
化

動
脈
閉
塞

網
膜
変
性

腎
臓
障
害

神
経
障
害

0 ～ 19 1,800 2 2 0.1% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ～ 29 1,296 3 3 0.2% 1 33.3% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

30 ～ 39 1,505 32 32 2.1% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 ～ 49 1,122 85 85 7.6% 1 1.2% 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0

50 ～ 59 1,619 259 259 16.0% 7 2.7% 7 0 3 2 1 2 0 3 2 0 1 7 2 7 1 0 1 3 2 0

60 ～ 69 2,594 927 927 35.7% 10 1.1% 9 1 8 2 3 4 0 3 2 0 0 10 1 10 2 2 2 8 5 1

70以上 3,101 764 764 24.6% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小　計 13,037 2,072 2,072 15.9% 19 0.9% 18 2 12 5 4 7 0 6 4 0 1 19 3 19 3 2 3 12 8 1

0 ～ 19 1,682 1 1 0.1% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ～ 29 1,210 3 3 0.2% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 ～ 39 1,360 16 16 1.2% 3 18.8% 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0

40 ～ 49 1,087 68 68 6.3% 1 1.5% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

50 ～ 59 1,939 337 337 17.4% 1 0.3% 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

60 ～ 69 3,276 1,164 1,164 35.5% 10 0.9% 6 3 2 1 0 2 1 2 0 0 0 9 0 10 3 0 0 2 3 0

70以上 4,306 878 878 20.4% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小　計 14,860 2,467 2,467 16.6% 15 0.6% 10 3 2 1 0 3 2 4 0 0 0 14 0 15 3 0 0 2 3 0

0 ～ 19 3,482 3 3 0.1% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ～ 29 2,506 6 6 0.2% 1 16.7% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

30 ～ 39 2,865 48 48 1.7% 3 6.3% 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0

40 ～ 49 2,209 153 153 6.9% 2 1.3% 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0

50 ～ 59 3,558 596 596 16.8% 8 1.3% 8 0 3 2 1 3 0 4 2 0 1 8 2 8 1 0 1 3 2 0

60 ～ 69 5,870 2,091 2,091 35.6% 20 1.0% 15 4 10 3 3 6 1 5 2 0 0 19 1 20 5 2 2 10 8 1

70以上 7,407 1,642 1,642 22.2% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小　計 27,897 4,539 4,539 16.3% 34 0.7% 28 5 14 6 4 10 2 10 4 0 1 33 3 34 6 2 3 14 11 1

平成19年5月審査分 020：大野城市

性
別

年
代

被
保
険
者
数

生
活
習
慣

　
　
レ
セ
枚
数

生
活
習
慣

　
　
　
人
数

占
有
率
(
％
)

人
工
透
析

占
有
率
(
％
)

高
血
圧

高
脂
血
症

糖 尿 病
高
尿
酸
血
症

心 疾 患 脳 血 管 疾 患
腎
臓
疾
患

合
　
計

表3-7

そ
の
他

備
考

男
　
性

女
　
性

肝
臓
疾
患

人
工
透
析

血管変性 細動脈変化



様式6-2～6-7  様式健診有所見者状況（男女別・年代別）

男性

A B B/A C C/A D D/A E E/A F F/A G G/A H H/A I I/A J J/A K K/A L L/A M M/A N N/A O O/A P P/A

総数
（40～74歳）

903 0 0.0% 257 28.5% 237 26.2% 161 17.8% 108 12.0% 360 39.9% 336 37.2% 0 0.0% 552 61.1% 247 27.4% 476 52.7% 137 15.2% 32 3.5% 0.0% 0.0%

40～49歳 41 0 0.0% 16 39.0% 10 24.4% 13 31.7% 2 4.9% 11 26.8% 6 14.6% 0 0.0% 13 31.7% 12 29.3% 25 61.0% 2 4.9% 1 2.4% 0.0% 0.0%

50～59歳 66 0 0.0% 17 25.8% 26 39.4% 15 22.7% 2 3.0% 23 34.8% 23 34.8% 0 0.0% 35 53.0% 22 33.3% 39 59.1% 3 4.5% 1 1.5% 0.0% 0.0%

60～69歳 389 0 0.0% 107 27.5% 95 24.4% 64 16.5% 41 10.5% 147 37.8% 141 36.2% 0 0.0% 251 64.5% 118 30.3% 216 55.5% 63 16.2% 13 3.3% 0.0% 0.0%

70～74歳 407 0 0.0% 117 28.7% 106 26.0% 69 17.0% 63 15.5% 179 44.0% 166 40.8% 0 0.0% 253 62.2% 95 23.3% 196 48.2% 69 17.0% 17 4.2% 0.0% 0.0%

（再掲）

65～74歳 707 0 0.0% 206 29.1% 182 25.7% 124 17.5% 102 14.4% 291 41.2% 268 37.9% 0 0.0% 454 64.2% 183 25.9% 354 50.1% 130 18.4% 29 4.1% 0.0% 0.0%

女性

A B B/A C C/A D D/A E E/A F F/A G G/A H H/A I I/A J J/A K K/A L L/A M M/A N N/A O O/A P P/A

総数
（40～74歳）

1,359 0 0.0% 221 16.3% 199 14.6% 120 8.8% 32 2.4% 284 20.9% 520 38.3% 0 0.0% 700 51.5% 243 17.9% 953 70.1% 110 8.1% 14 1.0% 0.0% 0.0%

40～49歳 69 0 0.0% 5 7.2% 1 1.4% 6 8.7% 0 0.0% 4 5.8% 13 18.8% 0 0.0% 13 18.8% 5 7.2% 39 56.5% 3 4.3% 0 0.0% 0.0% 0.0%

50～59歳 169 0 0.0% 17 10.1% 15 8.9% 12 7.1% 1 0.6% 24 14.2% 70 41.4% 0 0.0% 67 39.6% 32 18.9% 125 74.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0%

60～69歳 653 0 0.0% 99 15.2% 97 14.9% 61 9.3% 14 2.1% 148 22.7% 275 42.1% 0 0.0% 337 51.6% 128 19.6% 483 74.0% 56 8.6% 5 0.8% 0.0% 0.0%

70～74歳 468 0 0.0% 100 21.4% 86 18.4% 41 8.8% 17 3.6% 108 23.1% 162 34.6% 0 0.0% 283 60.5% 78 16.7% 306 65.4% 51 10.9% 9 1.9% 0.0% 0.0%

（再掲）

65～74歳 916 0 0.0% 176 19.2% 155 16.9% 88 9.6% 29 3.2% 206 22.5% 328 35.8% 0 0.0% 521 56.9% 168 18.3% 634 69.2% 103 11.2% 14 1.5% 0.0% 0.0%

受診者数
摂取エネルギーの過剰 血管を傷つける

収縮期血圧 拡張期血圧

内臓脂肪症候群
以外の動脈硬化

要因
臓器障害　　（※は詳細検査）

腹囲 BMI 中性脂肪 ALT(GPT) HDL 血糖 HbA1c 尿酸 LDL 尿蛋白 クレアチニン 心電図※ 眼底検査※

各項目の受診者数
（40～74歳）

0 903 903 903 903 898 619 0 903 903 902 897 903

受診者数
摂取エネルギーの過剰 血管を傷つける

内臓脂肪症候群
以外の動脈硬化

要因
臓器障害　　（※は詳細検査）

腹囲 BMI 中性脂肪 ALT(GPT) HDL 血糖 HbA1c 尿酸 収縮期血圧 拡張期血圧 LDL 尿蛋白 クレアチニン 心電図※ 眼底検査※

各項目の受診者数
（40～74歳）

0 1,359 1,359 1,359 1,359 1,351 935 0 1,359 1,359 1,359 1,354 1,359



様式6-8　メタボリックシンドローム該当者・予備群（40～74歳）

人数 割合① 割合② 人数 割合① 割合② 人数 割合① 割合② 人数 割合① 割合② 人数 割合① 割合② 人数 割合① 割合②

6,720 1,122 1,619 2,594 1,385 2,891

903 41 66 389 407 707

0 0 0 0 0 0

355 17 23 149 166 285

高血糖 高血圧 高脂血 355 17 23 149 166 285
腹囲又はBMIのみ 41 4.5% 11.5% 2 4.9% 11.8% 6 9.1% 26.1% 16 4.1% 10.7% 17 4.2% 10.2% 31 4.4% 10.9%

● 4 0.4% 1.1% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 1 0.3% 0.7% 3 0.7% 1.8% 4 0.6% 1.4%

● 124 13.7% 34.9% 5 12.2% 29.4% 5 7.6% 21.7% 58 14.9% 38.9% 56 13.8% 33.7% 99 14.0% 34.7%

● 37 4.1% 10.4% 4 9.8% 23.5% 2 3.0% 8.7% 13 3.3% 8.7% 18 4.4% 10.8% 28 4.0% 9.8%

● ● 38 4.2% 10.7% 1 2.4% 5.9% 3 4.5% 13.0% 14 3.6% 9.4% 20 4.9% 12.0% 34 4.8% 11.9%

● ● 5 0.6% 1.4% 1 2.4% 5.9% 0 0.0% 0.0% 1 0.3% 0.7% 3 0.7% 1.8% 3 0.4% 1.1%

● ● 69 7.6% 19.4% 3 7.3% 17.6% 6 9.1% 26.1% 30 7.7% 20.1% 30 7.4% 18.1% 56 7.9% 19.6%

● ● ● 37 4.1% 10.4% 1 2.4% 5.9% 1 1.5% 4.3% 16 4.1% 10.7% 19 4.7% 11.4% 30 4.2% 10.5%

165 18.3% 46.5% 9 22.0% 52.9% 7 10.6% 30.4% 72 18.5% 48.3% 77 18.9% 46.4% 131 18.5% 46.0%

149 16.5% 42.0% 6 14.6% 35.3% 10 15.2% 43.5% 61 15.7% 40.9% 72 17.7% 43.4% 123 17.4% 43.2%

人数 割合① 割合② 人数 割合① 割合② 人数 割合① 割合② 人数 割合① 割合② 人数 割合① 割合② 人数 割合① 割合②

7,872 1,087 1,939 3,276 1,570 3,336

1,359 69 169 653 468 916

0 0 0 0 0 0

371 10 33 172 156 285

高血糖 高血圧 高脂血 371 10 33 172 156 285
腹囲又はBMIのみ 72 5.3% 19.4% 5 7.2% 50.0% 10 5.9% 30.3% 40 6.1% 23.3% 17 3.6% 10.9% 45 4.9% 15.8%

● 8 0.6% 2.2% 1 1.4% 10.0% 2 1.2% 6.1% 2 0.3% 1.2% 3 0.6% 1.9% 5 0.5% 1.8%

● 140 10.3% 37.7% 3 4.3% 30.0% 11 6.5% 33.3% 67 10.3% 39.0% 59 12.6% 37.8% 109 11.9% 38.2%

● 27 2.0% 7.3% 1 1.4% 10.0% 2 1.2% 6.1% 13 2.0% 7.6% 11 2.4% 7.1% 18 2.0% 6.3%

● ● 18 1.3% 4.9% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 7 1.1% 4.1% 11 2.4% 7.1% 18 2.0% 6.3%

● ● 3 0.2% 0.8% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 3 0.5% 1.7% 0 0.0% 0.0% 3 0.3% 1.1%

● ● 82 6.0% 22.1% 0 0.0% 0.0% 8 4.7% 24.2% 34 5.2% 19.8% 40 8.5% 25.6% 67 7.3% 23.5%

● ● ● 21 1.5% 5.7% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 6 0.9% 3.5% 15 3.2% 9.6% 20 2.2% 7.0%

175 12.9% 47.2% 5 7.2% 50.0% 15 8.9% 45.5% 82 12.6% 47.7% 73 15.6% 46.8% 132 14.4% 46.3%

124 9.1% 33.4% 0 0.0% 0.0% 8 4.7% 24.2% 50 7.7% 29.1% 66 14.1% 42.3% 108 11.8% 37.9%

男　　性
総数 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～74歳 （再掲）65～74歳

被保険者数（40～74歳）

健診受診者数（受診率％） 13.4% 3.7% 4.1% 15.0% 29.4% 24.5%

腹囲85ｃｍ以上の者
39.3% 41.5% 34.8% 40.3%

BMI24以上の者（腹囲測定未実施者）

（再掲）
有所見の
重複状況

予備群

該当者

38.3% 40.8%

60～69歳 70～74歳

メタボリック予備群

メタボリック該当者

女　　性
総数 （再掲）65～74歳

被保険者数（40～74歳）

40～49歳 50～59歳

健診受診者数（受診率％） 17.3% 6.3% 8.7% 19.9% 29.8% 27.5%

腹囲90ｃｍ以上の者
27.3% 14.5% 19.5% 31.1%

BMI24以上の者（腹囲測定未実施者）

（再掲）
有所見の
重複状況

予備群

該当者

26.3% 33.3%

メタボリック予備群

メタボリック該当者



6.被保険者の健康状況 ※64歳以下 表7-1

①HbA1cの有所見状況

総人数

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

1,183 69.3% 343 20.1% 130 7.6% 34 2.0% 16 0.9%

②HbA1c7.0以上の治療状況

人数 割合 人数 割合 人数 割合
16 0.9% 7 0.4% 9 0.5%
4 25.0% 1 14.3% 3 33.3%
12 75.0% 6 85.7% 6 66.7%

○
○ ○ ○
○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ●
7.2 7.4 7.5 7.6 7.8 8.0 8.1 8.3 9.5 9.9 10.8 10.9
2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1
2 1 2 1 3 1 1 1

～5.1 5.2～5.4 5.5～5.9 6.0～6.9 7.0～

1,706

合併症の恐れあり

分
7.0以上

（再　　掲）
布 総人数 7.0～7.9 8.0～
図 1,706

●治療中
○治療なし

HbA1c
総人数
●治療中
○治療なし
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第２章 特定健診・特定保健指導の実施 

 

１ 健診・保健指導実施の基本的考え方 

特定健診は、糖尿病等の生活習慣病、とりわけ内臓脂肪症候群（メタボリックシン

ドローム）の該当者・予備軍を減少させるため、保健指導を必要とする者を的確に抽

出するために行うものである。 

特定保健指導は、特定健診の結果を内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因に応じて階

層化し、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）に着目した生活習慣の改善に重

点をおいた指導を行うものである。 

よって、健診後の付加的な位置づけとして行われる傾向にあった従来の健診・保

健指導ではなく、特定健診は特定保健指導が必要な者を抽出するための手段であり、

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の該当者・予備軍を減少させるための特

定保健指導がより重要となる。 

  

２ 目標値の設定 

特定健診等の実施及び成果に係る目標値は、国が策定した「特定健康診査等基

本指針」において以下のように設定されている。 

○ 特定健診の受診率（又は結果把握率） →市町村国保６５％ 

平成24年度における特定健康診査の実施率を７０％とすること。ただし、医療

保険者ごとに目標値は異なり市町村国保は６５％とする。 

○ 特定保健指導の実施率（又は結果把握率）→４５％ 

平成 24 年度における特定保健指導の実施率を４５％にすること。 

○ 目標設定時と比べた内臓脂肪症候群の該当者・予備群の減少率→１０％以上 

平成 24 年度において、平成 20 年度と比較したメタボリックシンドロームの該

当者及び予備軍の減少率を１０％以上とすること。 
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３ 大野城市国民健康保険の目標値 

特定健康診査等基本指針に掲げる参酌標準をもとに、大野城市国民健康保険に

おける目標値を下記のとおり設定する。 

 

 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

特定健診の受

診率（又は結果

把握率） 

２０％ ３０％ ４０％ ５０％ ６５％ 

特定保健指導

の実施率（又は

結果把握率） 

４５％ ４５％ ４５％ ４５％ ４５％ 

内臓脂肪症候

群の該当者・予

備群の減少率 

    １０％減少 
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４ 特定健診の実施 

(１) 対象者 

大野城市国民健康保険被保険者のうち、特定健診の実施年度中に４０歳～７４

歳となるもので、かつ当該実施年度の一年間を通じて加入している者。（年度途中

での加入・脱退等異動のない者） 

 

(２) 実施形態及び実施場所 

４０歳～６４歳までの者は、集団健診と個別健診のどちらかを選択して受診し、６

５歳～７４歳までの者は、かかりつけ医を推進するため個別健診のみとする。 

なお、集団健診は、すこやか交流プラザや各コミュニティセンターで日時を指定し

て行うものであり、個別健診は指定医療機関で日時を定めず行うものである。 

 

(３) 実施期間及び回数 

集団健診は、各年６月～１月の年１５回程度実施する。個別健診は、各年６月～

１月の診療時間内とする。 

 

(４) 特定健診項目 

標準的な健診・保健指導プログラム確定版に示される健診項目を基本としつつ、

生活習慣病予防のために必要と思われる項目については、市独自の項目として追

加して行う。 

 

 ①基本的な健診の項目（全ての者が受診する項目） 

項目 備考 

既往歴の調査 服薬暦及び喫煙習慣の状況に係る調査(質問票)を含む 

自覚症状及び

他覚症状の有

無の検査 

理学的検査(身体診察) 

身長、体重及び

腹囲の測定 

腹囲の測定は、厚生労働大臣が定める基準(BMI が２０未満の者、もしくは

BMI が２２未満で自ら腹囲を測定し、その値を申告した者)に基づき、医師が

必要でないと認める時は、省略可。 

腹囲の測定に代えて、内臓脂肪面積の測定でも可。 

BMI の測定 BMI＝体重(㎏)÷身長(m)の２乗 

血圧の測定  

肝機能検査 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミラーゼ(AST(GOT)) 

血清グルタミックピルビックトランスアミラーゼ(ALT(GPT)) 

ガンマーグルタミルトランスペプチターゼ(γ―GT(γ―GTP)) 
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項目 備考 

血中脂質検査 血清トリグリセライド(中性脂肪) 

高比重リポ蛋白コレステロール(HDL コレステロール) 

低比重リポ蛋白コレステロール(LDL コレステロール) 

血糖検査 空腹時血糖 

ヘモグロビン A1c（HbA1ｃ） 

※確定版ではどちらか一方をすれば良いが本市は両者実施する 

尿検査 尿中の糖及び蛋白、潜血の有無 

※尿潜血については確定版ではしなくても良いが本市は実施する 

腎機能検査 血清クレアチニン ※確定版ではしなくても良いが本市は実施する 

血清尿酸 ※確定版ではしなくても良いが本市は実施する 

 

②詳細な健診の項目(医師の判断により受診しなければならない項目) 

項目 実施できる条件(判断基準) 

貧血検査(ﾍﾏﾄｸ

ﾘｯﾄ値、血色素

量及び赤血球

数の測定) 

貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者 

心電図検査(12

誘導心電図) 

眼底検査 

前年度の特定健康診査の結果等において、血糖、脂質、血圧及び肥満の

全てについて、次の基準に該当した者 

 血糖：空腹時血糖値が 100 ㎎/ｄｌ以上、HbA1cが 5.2％以上 

 脂質：中性脂肪 150 ㎎/ｄｌ以上、または HDL コレステロール 40 ㎎/ｄｌ未満 

 血圧：収縮期 130 ㎜ Hg、または拡張期 85 ㎜ Hg 以上 

 肥満：腹囲が 85 ㎝以上(男性)・90 ㎝以上(女性)の者（内臓脂肪面積の測

定ができる場合には、内臓脂肪面積が100平方cm以上）、または腹

囲が 85 ㎝未満(男性)・90 ㎝未満(女性)の者で BMI が 25 以上の者 

 

(５) 実施方法 

集団健診、個別健診とも外部委託して実施する。 

 

(６)委託方法及び健診委託単価 

①集団健診 

指名競争入札の結果、平成 20～22 年度は、福岡県対がん協会に委託して行

う。 

②個別健診  

福岡県医師会に委託して行う。 
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  〔個別健診の単価〕 

区分 
一人当たり委託料単価

（消費税含む） 
備考 

基本的な健診項目     7,780 円 

貧血検査      241 円 

心電図検査     1,575 円 

特
定
健
康
診
査 

詳細な健診の項目 

（医師の判断による追

加項目） 眼底検査     1,176 円 

尿酸 

クレアチニン 追加健診項目 

尿潜血 

3 項目 220 円 

※健診単価に

は、消費税・検

査結果通知費・

情報提供料・電

子的データ提出

にかかる費用を

含む。 

 

福岡県医師会非加入医療機関については、「特定健康診査の外部委託に関する

基準（告示）」を満たす医療機関と個別契約を締結し行う。委託単価については、集合

契約における委託単価と同一単価とする。 

 

(７)自己負担金 

特定健診の自己負担金は、４０歳～６９歳は１,０００円、７０歳～７４歳は５００円とし、

健診当日徴収する。 

 

(８)受診券の様式及び交付時期 

各年５月に、特定健診対象者全員に受診券及び受診できる健診機関等を記載した

ものを一斉送付する。 

様式については、省令に定められた様式に準じる。 

〔受診券の様式〕 

  

 
○○○○○○○○○○○

受診者の 氏名 （※カタカナ表記）

性別

生年月日 （※和暦表記）

20XX年　月　日

・特定健康診査

・その他 （ ）

窓口での自己負担 特定健診（基本部分）

特定健診（詳細部分）

その他（追加項目）

その他（人間ドック）

保険者所在地

保険者電話番号

保険者番号・名称

契約とりまとめ機関名

支払代行機関番号

支払代行機関名

保険者負
担上限額

負担額又

は負担率

負担額又
は負担率

負担額又
は負担率

受診券整理番号

有効期限

健診内容

特定健康診査受診券

20XX年　月　日交付

印

案
１．この券の交付を受けたときは、すぐに下記の住所欄にご自宅の住所を自

　　書してください。
　（特定健康診査受診結果等の送付に用います。）

２．特定健康診査を受診するときには、この券と被保険者証を窓口に提出して
　　ください。どちらか一方だけでは受診できません。

３．特定健康診査はこの券に記載してある有効期限内に受診してください。

４．特定健康診査受診結果は受診者本人に対して通知するとともに、保険者
　　において保存し、必要に応じ、保健指導等に活用しますので、ご了承の上、
　　受診願います。

５．健診結果のデータファイルは、決済代行機関で点検されることがある他、国
　　への実施結果報告として匿名化され、部分的に提出されますので、ご了承
　　の上、受診願います。

６．被保険者の資格が無くなったときは、5日以内にこの券を保険者に返してく
　　ださい。

７．不正にこの券を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受け
　　ることもあります。

８．この券の記載事項に変更があった場合は、すぐに保険者に差し出して訂
　　正を受けてください。

〒　　　－

住所

注意事項（
表
面
） 

（
裏
面
） 
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(９)特定健診以外の検診等との関係 

従来、老人保健法で実施してきた集団健診では、総合健診としてがん検診も同

時実施してきた。特定健診の実施においても、受診者の利便性を図り、また、受診

率向上の手段として総合健診を実施する。 

総合健診で同時実施するがん検診は、肺検診（40歳以上）、胃検診（30歳以上）、

宮検診(20 歳以上)、乳腺検診(40 歳以上)、大腸検診(40 歳以上)である。 

総合健診は、国保被保険者及び特定健診の対象外（20歳～39歳及び生活保護

受給者）の利便性と受診率向上を目的に実施する。 

 

特定健診の実施について   ※(１)～(９)のまとめ 

対象者 ４０～６４歳 ６５～７４歳 

実施形態 集団健診 個別健診 個別健診 

実施場所 

すこやか交流プラ

ザ、各コミニュニティ

センター 

福岡県内の医療機関 

実施期間及

び回数 

各年度６月～１月 

１５回程度 
各年度６月～１月の診療時間内 

特定健診 

項目 

①基本的な項目   

質問項目、身体計測（身長、体重、BMI、腹囲(内臓脂肪面積)）、理学的検

査（身体診察）、血圧測定、血液化学検査（中性脂肪、HDL コレステロール、

LDL コレステロール）、肝機能検査（AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)）

血糖検査（空腹時血糖、HbA1c）、尿検査（尿糖、尿蛋白、尿潜血）、腎機能検

査(血清クレアチニン、血清尿酸） 

②詳細な健診の項目 

 心電図検査、眼底検査、貧血検査(赤血球数、血色素量〔ヘモグロビン値〕、

ヘマトクリット値)のうち、医師が必要と判断したものを選択 

実施機関 健診業者 医療機関 

委託先及び

委託方法 

指名競争入札によ

り落札した健診業者

（福岡県対がん協会） 

福岡県医師会加入医療機関（集合契約による） 

福岡県医師会非加入医療機関(個別契約による) 

その他の検

診 

がん検診と同時実

施 

・肺検診（40 歳以上） 

・胃検診（30 歳以上） 

・子宮検診(20 歳以上) 

・乳腺検診(40 歳以上) 

・大腸検診(40 歳以上) 

大腸検診のみ受診可能 

（大腸検診以外のがん検診は集団健診を受診） 
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(１０)特定健診の外部委託者の選定にあたっての考え方 

本市の特定健診は、集団健診、個別健診とも外部委託とするが、委託機関は厚

生労働省令である「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準（仮称）」

に基づき厚生労働大臣が告示にて定める外部委託に関する基準(＝委託基準)を

満たさなければならない。 

 ①集団健診委託業者の選定 

委託基準を満たしているかの確認は、各健診機関が基準を満たしていること

を示すため作成する「重要事項に関する規定の概要」がホームページ等で公表

されるため、本市はその情報により判断することが可能である。 

委託基準を満たしている健診機関の中から、指名競争入札において業者を選

定する。 

②個別健診委託業者の選定 

個別健診について、本市は代表保険者へ委任した集合契約に参加するため、

委託業者の選定については代表保険者が行う。 

 

<集合契約（契約先：福岡県医師会）> 

 

 

委任                                          

 

 

 

                              (医師会加入医療機関)  

 

    福岡県医師会以外の医療機関に関しては集合契約に参加していないので、個

別契約を締結することになるが、委託内容（単価や健診データのやりとりなど）に

ついては集合契約と同等とする。 

 

（１１）代行機関の名称 

代行機関とは、医療保険者の負担を軽減するため、医療保険者に代わって、多

数の健診・保健指導機関と医療保険者の間に立ち、決済や健診・保健指導データ

をとりまとめる機関であり、大野城市は「福岡県国民健康保険団体連合会」と契約

する。 

代表保険者 福岡県医師会 委
託
契
約 

大野城市

○○市 ○○市 Ａ病院 Ｂ病院 

Ｃ医院 
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５ 特定保健指導の実施 

（１）健診から保健指導実施の流れ 

目標値を達成するために、以下（様式６－１０）のような流れで健診・保健指導を

実施する。 

 
 様式6-10  糖尿病等生活習慣病予防のための健診・保健指導

＊３疾患を除く

＊L及びMについては、標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）P48「健診検査項目の健診判定値」1～10の受診勧奨判定値以上に1項目でも該当した場合に計上

（Q/E）

14 ,592 人 人

14 ,592 人

273 人

12,330 人 2 ,262 人
（R /E）

12 .1%

人

％

15 .5%

340 人

15.0%

1 ,497

（O/E ）

286 人

1.8%

不明 人

1 ,516 人

不明 人

746

人765 人

11 人

（P/E）

666 人 512 人

12.6%

41 人

人 人

人 人

209 人 548

人

人

人 人

人

人

健診から保健指導実施へのフローチャート　（平成１８年度実績）

様式６－１０

被保険者台帳

４０歳～７４歳の被保険者を抽出

A

B健診対象者

健

康
診
査

保

健
事
業
対

象
者
の

明
確
化

保
健

事

業

計

画

Ｐ

評
価

Ｃ
※

保
健

事
業

の

実

践
Ｄ

改
善

Ａ

年１回受診

★特定健康診査の実施

健診未受診者 健診受診者

D E

他の健診等の
結果の提出者

C
メタボ該当者

メタボ予備群

Q

R

F

①糖尿病

②インスリン療法
③高血圧症

④高脂血症

⑤ (高尿酸血症）
⑥肝障害

⑦糖尿病神経障害

⑧糖尿病性網膜症
⑨糖尿病性腎症

⑩痛風腎

⑪高血圧性腎臓障害

⑫脳血管疾患
　　⑬脳出血

　　⑭脳梗塞

　　⑮その他の脳血管疾患
⑯虚血性心疾患

⑰動脈梗塞

⑱大動脈疾患
⑲人工透析

＊対 象となる生活 習慣病の 病名と治療

健診受診情報とレセプトを突合（H23年より）

治療なし 生活習慣病
治療中＊

生活習慣病
治療中＊

高血圧･糖尿病･高脂血
治療なし

G
H I

情報提供

レベル４

良

生活習慣病のコントロール

不良

K L

特定保健指導

O P

動機づけ支援 積極的支援

★特定保健
指導実施率
Y＋Z
O＋P

S
特定保健指導以外の対象者

情報提供
（受診の必要性を含む ）

M N

受診必要 受診不必要

レベル３ レベル１

レベル２

未受診者対策 医療との連携 医療との連携

◆医療機関を受診する必要性に
ついて通知・説明
◆適切な生活改善や受診行動
が自分で選択できるよう支援

特定保健指導特定保健指導以外の
保健指導

◆健診結果の見方について

通知・説明

◆対象者の特徴に応じた行動変容を
促す保健指導の実施
◆行動目標・計画の策定
◆健診結果により、必要に応じて受
診勧奨を行う

◆特定健診の受診
勧奨（例：健診受診
の重要性の普及啓
発）

◆かかりつけ医と保健指導実施者との
連携

◆学習教材の共同使用
◆医療機関における診療報酬上の生
活習慣病管理料、栄養食事指導料の
積極的活用
◆治療中断者対策及び未受診者対策
としてのレセプトと健診データの突合・
分析

未受診なのでレベル
が未知のグループ

次年度の特定健診の受診※

次年度の特定健診未受診又

は結果未把握※

かかりつけ医と連携し
た対応

T

U

V

個別に働きかけを行った
人の数

W

実施者数

X

動機づけ支援実施者数

積極的支援実施者数

Y

Z

レベルX レベル４ レベル３ レベル１ レベル２

使　用　す　る　学　習　教　材　の　選　択

健診データをもとに特定保健指導個別支援
計画を作成

※次年度のメタボ該当者 ・予備群 、糖尿病等の有病者・予備群の評価（改善、悪化）、データの改善、リスク数の減少Q' R'

支　援　方　法　の　検　証　、　改　善　策　の　検　討（ポピュレーションアプローチとの連携含む）

J

生活習慣病
治療なし

高血圧･糖尿病･高脂血
治療中

健診結果の判定

生活習慣病治療中

必要に応じて主治医の指示のもと、

保健指導が行われるよう調整

分析

分析 特定保健指導の対象者

★特定健診受診率
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（２）特定保健指導の基本的考え方 

特定保健指導は、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を

改善するための保健指導を行うことにより、対象者が自らの生活習慣における課

題を認識して行動変容と自己管理を行うとともに健康的な生活を維持することが

できるようになることを通じて、糖尿病等の生活習慣病を予防することを目的とす

るものである。 

 

（３）特定保健指導の対象者の選定と階層化 

特定健診の結果に基づき、特定保健指導の対象者を選定し階層化する基準、

及び特定保健指導として行う積極的支援及び動機付け支援の内容については、

「標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）」に定められた方法で実施する。 

 

【標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）に基づく対象者の選定と階層化の方法】 

ステップ

１ 

内臓脂肪蓄積 

のリスク判定 

・腹囲 男性 85cm 以上、女性 90cm 以上 → （１） 

・腹囲は該当しないが、BMI25 以上     → （２） 

検査項目 リスクに該当する判定値 
左記にひとつでも該当すれ

ば追加リスクとしてカウント 

空腹時血糖 100 ㎎/ｄｌ以上 

HｂＡ１ｃ 5.2％以上 

① 

血 

糖 その他 糖尿病治療薬服薬中 

 

中性脂肪 150 ㎎/ｄｌ以上 

HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 40 ㎎/ｄｌ未満 

② 

脂 

質 その他 高脂血症治療薬服薬中 

 

収縮期 130 ㎜ Hg 以上 

拡張期 85 ㎜ Hg 以上 

③ 

血 

圧 その他 高血圧治療薬服薬中 

 

ステップ

２ 

心疾患等のリス 

ク（追加リスク） 

のカウント 

④ 

喫 

煙 

①～③が 1個以上の場合で、現在喫煙  

（１） の場合  ①～④までの追加リスクが ２個以上   → 積極的支援 

①～④までの追加リスクが  １個     → 動機づけ支援 

①～④までの追加リスクが  ０個     → 情報提供 ステップ

３ 

リスクの個数に

応じた保健指導

レベルの区分 
（２） の場合  ①～④までの追加リスクが ３個以上   → 積極的支援 

①～④までの追加リスクが １又は２個  → 動機づけ支援 

①～④までの追加リスクが  ０個     → 情報提供 
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ステップ

４ 
階層化の決定 

・前期高齢者（65 歳以上 75 歳未満）は、積極的支援になった場合でも動機づけ支援と

する。 

・高血圧、高脂血症、糖尿病の治療中の者は特定保健指導の対象としない。 

 

【階層化に基づく保健指導区分】 

リスク合計 
 

3 つ以上 2 つ １つ 該当なし 

40～64 歳 積極的支援 積極的支援 動機づけ支援 情報提供 
腹囲あり（１） 

65～74 歳 動機づけ支援 動機づけ支援 動機づけ支援 情報提供 

40～64 歳 積極的支援 動機づけ支援 動機づけ支援 情報提供 腹囲は該当しない

がBMI25以上（２） 65～74 歳 動機づけ支援 動機づけ支援 動機づけ支援 情報提供 

いずれにも該当しない 情報提供 情報提供 情報提供 情報提供 

 

 

 

（４）特定保健指導以外の保健指導の基本的な考え方 

   特定保健指導は、内臓脂肪型肥満に着目しているため、内臓脂肪が蓄積され

ていない者（上記、階層化の方法スッテプ１でどちらにも該当しない者）は、特定保

健指導の対象から除外され、保健指導区分は「情報提供」となる。しかしながら、

平成 18 年度の実績では、特定保健指導の対象者は 14.4％（様式 6-10 の O+Ｐ）

であるのに対し、情報提供の対象者は 85.6％（様式 6-10 の M+N）、さらに情報提

供の対象者のうち、受診が必要な者は 56.5％（様式 6-10 の M）となっており、「情

報提供」の中にも、血圧や血糖値が高く、既に受診が必要なレベルの者が多く含

まれる。 

   また、本市の健診結果の分析では血糖値が県より突出しており放置すれば糖

尿病性腎症による人工透析に至る可能性がある。その予防のため、本市は独自

に血清クレアチニンを特定健診項目に追加し、e-ＧＦＲ（糸球体ろ過量）を求めるこ

とにより腎機能低下の早期把握が可能であるが、腎機能が低下している者は特

定保健指導の対象外でも存在する可能性が十分にある。 

   以上のことから、「特定保健指導」の対象者以外にも、保健指導が必要な者が

存在し、循環器疾患や腎疾患の重症化を予防することで、医療費適正化が図ら

れることから、特定保健指導対象者以外も、優先順位を勘案して保健指導の対象

者とする。 
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（５）保健指導の優先順位・支援方法 
順

位 

種 

類 

保健指導 

レベル 優先理由 具体的な対象者の例 支援内容 

１ 

特 

定 

保 

健 

指 

導 

特定保健 

指導 
（レベル２） 

O と P 

 

メタボリックシンドロ

ーム該当者又は予

備軍であり、糖尿病

等の生活習慣病やこ

れが重症化した虚血

性心疾患、脳卒中等

の予防のための早急

に介入が必要である

ため。 

特定保健指導の評

価指標の達成に寄

与するため。 

 

積極的支援、動機づけ支援の者 

 （標準的な保健指導ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑにお

ける階層化基準による） 

 20 21 22 23 24 

積 56 77 126 158 208 

動 364 539 686 815 718 

 

 
○健診結果説明会や健康教育

時における個別支援を基本と

する。 
☆内臓脂肪が動脈硬化等の血

管変化を進め、生活習慣病

に至るまでをイメージし、検査

データが示す体の状況や病

気の段階、放置するとどうな

るのかを理解できるよう支援

する。 
☆内臓脂肪蓄積の原因となって

いる生活習慣を改善できるよ

う支援する。 
 

２ 
受診勧奨 
（ﾚﾍﾞﾙ３） 

M 

 

特定保健指導の対

象ではないが緊急性

が極めて高い。虚血

性心疾患、脳血管疾

患等の重症化予防、

医療費適正化の観

点から重要である。 

 
内臓脂肪蓄積はないが血圧、脂

質代謝、糖代謝、肝機能が受診

勧奨判定値以上の者 
・収縮期血圧 140 ㎜Ｈg 以上、又は、

拡張期血圧 90 ㎜Ｈg 以上 

・中性脂肪 300mg/ｄｌ以上、

HDL-C34mg/ｄｌ以下、

LDL-C140mg/ｄｌ以上 

・空腹時血糖 126mg/ ｄ ｌ以上、H ｂ

A1c6.1％以上 

・AST（ＧＯＴ）51U/I 以上、AＬＴ（ＧＰＴ）

51U/I 以上、γ-GT（γ -ＧTP）

101U/I 以上 

 
○健診結果説明会における個

別支援を基本とする。 
☆放置した場合に考えられる疾

患と治療の必要性を理解して

もらえるよう支援する。 
☆治療と平行して、不適切な生

活習慣を改善できるように支

援する。 

３ 

ｅ Ｇ Ｆ Ｒ を

指 標 と し

た腎機能

低下 
（ﾚﾍﾞﾙ 1 の

一部） 

Ｎの一部 

 

生活習慣改善に向け

た早期介入により腎

機能低下の進行をお

さえたり、人工透析

に至るような重症化

を予防できる。 

人工透析予防の観

点から重要である。 

 

CKD（慢性腎臓病）の診療ガイド

のCKDのステージ分類に基づき、

腎障害があり、中等度以下の

GFR低下がある者 

・腎障害＝尿蛋白出現 

・ｅＧＦＲ＝60ml/分/1.73 ㎡以下 

 
○健診結果説明会における個

別支援を基本とする。 
☆現在の腎機能がどの段階に

あるのかを理解してもらい、

腎機能を低下させないための

生活習慣の改善ができるよう

に支援する。 

☆腎機能に影響する高血圧や

糖代謝のデータも説明し、必

要に応じ専門医の受診を勧

める。 

４ 

 

特 

定 

保 

健 

指 

導 

以

外 

上記以外 

の者 
（ﾚﾍﾞﾙ 1 と

レベル 4） 

Ｎと L 

 

現在の健診結果を維

持できるよう適切な

生活習慣を身に付け

ることにより将来の

生活習慣病を予防す

ることが重要である。 

治療中の者は、重症

化予防し医療費適正

化の観点から重要で

ある。 

 

健診結果において受診が必要な

項目がない者。または、生活習慣

病で治療中であり特定保健指導

の対象ではないが、治療中断など

の理由でコントロールが不良であ

る者。 

 

○情報提供を基本とし、希望者

には個別支援を行う。 
☆検査データの意味、現在の結

果を維持するための適切な

生活習慣について説明する。 

☆治療中の者については、治療

と平行して、不適切な生活習

慣を改善できるように支援す

る。 
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（６）支援レベル別保健指導計画 
保健指

導ﾚﾍﾞﾙ 属性 
支援 

種類 時期 支援形態 
支援

時間 獲得ポイント 支援内容 具体的支援方法 保健指導の評価 

①生活習慣病と健診結果の関係の理解や生活習慣

の振り返り、メタボリックシンドロームや生活習慣病

に関する知識と対象者本人の生活が及ぼす影響、

生活習慣の振り返り等から生活習慣改善の必要性

を説明する。 

・今回の健診結果とその推移、結果の意味を本人と一緒に確認 

・これまでの生活習慣を振り返り、生活習慣とデータ、病態との関連、内臓脂肪蓄積の状

況（標準体重や腹囲）を説明 

・生活に即した目標設定をするための情報収集（既往歴、家族暦、職業、日常の運動量

や習慣的な食事量や間食、飲酒等） 

②生活習慣を改善するメリットと現在の生活を続ける

デメリットについて説明する。 

・検査データが悪化した時期の生活習慣を確認 

・放置して悪化するパターンと生活習慣を改善し重症化を予防できたパターンの比較 

③栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な

指導をする。 
・本人がよく食べる料理や食品がエネルギー過剰になっていないか、内臓脂肪を減らす

ための適正な食事量、嗜好品の取り方などを説明 

・内臓脂肪を減らすための効果的な運動について説明 

④対象者の行動目標や評価時期等の設定を支援す

る。必要な社会資源を紹介し、有効に活用できるよ

うに支援する。 

・６ケ月後にどのように変化したいか（行動目標）、そのためには何をしたらよいか（行動

計画）を本人と一緒に確認 

・ｳｫｰｷﾝｸﾞｺｰｽや市事業（各種教室や健康増進室、歩こう運動等）の紹介 

⑤体重、腹囲の計測方法、歩数計の記録について説

明する。 

・毎日同じ時間に体重計測することや腹囲の計測方法の説明 

・歩数計の貸し出し 

初
回
面
接 

健診後 

約１ケ月 
個別支援 

（健診結果説明会） 

30

分 
対象外 

⑥対象者とともに行動目標・支援計画を作成する。 ・「行動目標、行動計画」を本人が記載し、今後のフォロー（継続的支援）について説明 

・特定保健指導支援計画を作成 

１ケ月後 

２ケ月後 

３ケ月後 

【個別支援】 

①生活習慣の振り返りを行い、行動計画の実施状況

の確認や必要に応じた支援をする。 

②中間評価を行う。 

③栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な

指導をする。 

・これまでの目標達成状況、取組みの満足度などを確認 

・本人がよく食べる料理や食品を確認し、調理法や食品部位でのエネルギーの違いやエ

ネルギーを抑えるような食品の選択について説明 

・運動の効果の説明と運動量（歩数計）の確認 

・必要に応じて対象者が実行可能な行動計画に変更 

４ケ月後 

継
続
的
な
支
援 

５ケ月後 

毎月開催される教室（テ

ーマ別）5 回のうち 2 回以

上を本人に選択してもら

い、参加時に個別支援Ａ

20 分実施。参加しない月

は電話Ｂ5 分行う。最低で

も 2 回の個別支援と 2 回

の電話。 

支援A160ｐ、支援B20ｐ 

内訳：個別支援Ａ30 分
（＝80ｐ）×2 回

＝160ｐ 

電話Ｂ5分（＝

10Ｐ）×2 回＝

20ｐ 【電話】 

①行動計画の実施状況の確認と確立された行動を維

持するための賞賛や励ましを行う。 

・これまでの目標達成状況、取組みの満足度などを確認 

・継続できるよう励ます 

ﾚﾍﾞﾙ2 

特定保健

指導グル
ープ 

（ 積 極的

支援） 

 

 

※動機づ
け 支 援

は 、初回

面接と６ケ

月後の評

価 は 必

須 。継続
的な支援

は任意と

する。 

評
価 

６ケ月後 通信  対象外 

【手紙、e-mail など】 

①身体状況や生活習慣に変化が見られたかについ

て確認する。 

・「行動目標」が達成できたか、身体状況や生活習慣に変化が見られたかを評価 

・体重、腹囲、（できれば血圧）の変化について評価 

・特定保健指導実施報告書作成 

 

【指導終了後（６ケ月後）の評価】 
⇒通信（手紙、e-mail 等）で把握 

①客観的評価 

・腹囲、BMI とも減少した者の人数（うち

基準値内となった者の人数） 

・腹囲のみ減少した者の人数（うち基準

値内となった者の人数） 
・体重のみ減少した者の人数（うち基準

値内となった者の人数） 

・血圧が基準値内となった者の人数 

※血液検査が必要な項目は評価できな

い。 

②主観的評価 
・行動目標が達成できた者の人数 

・栄養、食生活について改善できたと思

っている人数 

・身体活動について改善できたと思って

いる人数 

 
【１年後の評価】 

⇒特定健診の結果（追跡調査） 

・腹囲、体重、BMI の減少 

・リスク個数の減少 

 

①放置した場合に考えられる疾患と治療の必要性を

理解してもらえるよう支援する。 

・体のメカニズムを通して自分の体に何が起こっているかイメージし、受診の必要性や緊

急性を説明 

 

初

回

面

接 

健診後 

約１ケ月 
個別支援 

（健診結果説明会） 

30

分 
対象外 

②治療と平行して、栄養・運動等の生活習慣の改善

に必要な実践的な指導をする。 
・これまでの生活習慣を振り返り、重症化を予防するための栄養・運動等について説明 

・生活習慣改善を先に取り組くみ、その後受診する場合はその時期について確認 
ﾚﾍﾞﾙ3 

受診勧奨
グループ 

評

価 
３ケ月後 電話 5 分 対象外 

①受診が必要であるにもかかわらず未受診の者に対

して状況を確認する。 
・健診結果票とともに発行する紹介状の返事が返ってきていない者に対して受診勧奨 

 
【１年後の評価】 

⇒特定健診の結果（追跡調査） 

・受診勧奨判定値の変化 

①腎機能状態を理解し、放置した場合の合併症の説

明や必要に応じて専門医の受診を勧める。 

・体のメカニズムを通して自分の体に何が起こっているかイメージし、受診の必要性や緊

急性を説明 

 
ﾚﾍﾞﾙ

１（一
部） 

ｅＧ ＦＲを

指標 とし
た腎機能

低下グル

ープ 

初

回

面

接 

健診後 

約１ケ月 

 

個別支援 
（健診結果説明会） 

30

分 
対象外 

②腎機能低下を予防するための栄養・運動等につい

て実践的な指導をする。 
・これまでの生活習慣を振り返り、重症化を予防するための栄養・運動等について説明 

 

【１年後の評価】 
⇒特定健診の結果（追跡調査） 

   ・腎機能の維持 

【受診の必要がない者】 

①健診の意義や各健診項目の見方についての説明

をする。 

②生活習慣の振り返りを行う機会とし、健康の保持増

進に役立つ内容の情報提供を行う。 

・健康状態を確認できる機会であり、日頃の生活習慣が健診結果に表れてくること、デー

タが表す意味と体で起きていることを関連づけて説明 

・現在の生活習慣がどのような生活習慣病を引き起こすか、食事バランスや運動量につ

いて説明 

 
上記

以外 

の者 

（ﾚﾍﾞﾙ

1 とレ
ベル

4） 

上記 

以外 

初

回

面

接 

健診後 

約１ケ月 

 

個別支援 
（健診結果説明会） 

※希望者のみ 

30

分 
対象外 

【生活習慣病で受診中の者】 

①コントロール不良によって起こる合併症や血管変化

がイメージできるよう支援する 

②治療継続の必要性について説明する。 

・体のメカニズムを通して自分の体に何が起こっているかイメージし、治療の必要性や合

併症について説明 
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（７）自己負担金 
特定保健指導の自己負担金は無料とする。 

 
（８）保健指導実施者の人材確保と資質向上 

保健指導にあたる保健師、管理栄養士等は、専門職としての資質の向上を図る

ため、健診・保健指導プログラムの研修等に積極的に参加するとともに、事例検討

など OJT（on the job training 職場での実務を通じて行う職員の教育訓練）も推
進する。 
また、医療保険者による生活習慣病対策、予防重視の基本的な考え方のもと、

必要な保健指導に必要な保健師・管理栄養士等の人材確保に努めるとともに、ア

ウトソーシングも視野に入れ、委託基準等についても研究する。
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○平成２４年度までの目標値と特定健診・特定保健指導対象者数の見込み
特定健診等基本指針（案）第四の二特定健診等の対象者に関する事項

特定健診等の対象者数

健診実施率 15.5 ％ 20 ％ 30 ％ 40 ％ 50 ％ 65 ％

保健指導実施率 ％ 45 ％ 45 ％ 45 ％ 45 ％ 45 ％

推計値
（目標値）

実績値
推計値
（目標値）

実績値
推計値
（目標値）

実績値
推計値
（目標値）

実績値
推計値
（目標値）

実績値

被保険者数 A 3,829 3,829 3,829 3,829 3,829

健診受診者数 E 269 430 609 806 1,106

健診未受診者数 D 3,560 3,399 3,220 3,023 2,723

特定保健指導対象者数 O＋P 58 91 126 161 213

　　動機づけ支援 O 23 37 51 65 86

　　積極的支援 P 34 54 75 96 127

特定保健指導実施者数 Y＋Z 26 41 57 73 96

　　動機づけ支援 Y

　　積極的支援 Z

被保険者数 A 4,536 4,536 4,536 4,536 4,536

健診受診者数 E 607 1,032 1,457 1,821 2,499

健診未受診者数 D 3,929 3,504 3,079 2,715 2,037

特定保健指導対象者数 O＋P 52 87 120 146 193

　　動機づけ支援 O 30 51 70 85 112

　　積極的支援 P 22 37 51 62 81

特定保健指導実施者数 Y＋Z 23 39 54 66 87

　　動機づけ支援 Y

　　積極的支援 Z

被保険者数 A 2,891 2,891 2,891 2,891 2,891

健診受診者数 E 890 1,259 1,678 2,034 2,562

健診未受診者数 D 2,001 1,632 1,213 857 329

特定保健指導対象者数 O 186 260 339 398 198

　　動機づけ支援 O 186 260 339 398 198

特定保健指導実施者数 Y 84 117 152 179 89

　　動機づけ支援 Y 84 117 152 179 89

被保険者数 A 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336

健診受診者数 E 1,153 1,680 2,174 2,635 3,319

健診未受診者数 D 2,183 1,656 1,162 701 17

特定保健指導対象者数 O 125 179 227 266 323

　　動機づけ支援 O 125 179 227 266 323

特定保健指導実施者数 Y 56 81 102 120 145

　　動機づけ支援 Y

被保険者数 A 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720

健診受診者数 E 1,158 1,688 2,287 2,840 3,667

健診未受診者数 D 5,562 5,032 4,433 3,880 3,053

特定保健指導対象者数 O＋P 244 350 464 560 411

　　動機づけ支援 O 210 296 390 464 284

　　積極的支援 P 34 54 75 96 127

特定保健指導実施者数 Y＋Z 110 158 209 252 185

　　動機づけ支援 Y

　　積極的支援 Z

被保険者数 A 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872

健診受診者数 E 1,760 2,712 3,631 4,456 5,818

健診未受診者数 D 6,112 5,160 4,241 3,416 2,054

特定保健指導対象者数 O＋P 177 266 347 413 515

　　動機づけ支援 O 155 229 296 351 434

　　積極的支援 P 22 37 51 62 81

特定保健指導実施者数 Y＋Z 80 120 156 186 232

　　動機づけ支援 Y

　　積極的支援 Z

被保険者数 A 14,592 14,592 14,592 14,592 14,592

健診受診者数 E 2,918 4,378 5,837 7,296 9,485

健診未受診者数 D 11,674 10,214 8,755 7,296 5,107

特定保健指導対象者数 O＋P 421 617 811 972 926

　　動機づけ支援 O 364 539 686 815 718

　　積極的支援 P 56 77 126 158 208

特定保健指導実施者数 Y＋Z 189 277 365 438 417

　　動機づけ支援 Y

　　積極的支援 Z

平成23年度 平成24年度

女

4,536

443

4,093

38

22

16

目標

様式6-10
健診から保健指導実施へのフローチャート

実績値

平成18年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

４
０
〜

６
４
歳

男

3,829

196

3,633

42

17

25

６
５
歳
〜

７
４
歳

男

2,891

707

2,184

148

148

女

3,336

916

2,420

99

99

合
計

（
４
０
〜

７
４
歳

）

男

6,720

903

5,817

190

165

25

女

7,872

1,359

6,513

137

121

16

男
女
計

14,592

2,262

12,330

327

286

41



- 21- 

第３章 特定健診・特定保健指導の結果の通知と保存 

 

１ 特定健診・保健指導のデータの形式 

大野城市国保と特定健診実施機関、福岡県国民健康保険団体連合会等との特定

健診・保健指導のデータのやり取りについては、すべて電子データでの送受信を原則

とし、データの様式は国が示した電子的標準様式とする。 

 

２ 特定健診・保健指導の記録の管理・保存期間について 

特定健康診査・特定保健指導の記録の保存義務期間は、記録の作成の日から最

低５年間又は加入者が他の保険者の加入者となった日の属する年度の翌年度の末

日までとなるが、保存期間の満了後は、保存してある記録を加入者の求めに応じて

当該加入者に提供するなど、加入者が生涯にわたり自己の健診情報を活用し、自己

の健康づくりに役立てるための支援を行うよう努める。 

 

３ 被保険者への結果通知の様式 

特定健診受診者に対する結果通知は、健診終了後概ね 1 ケ月後に郵送する。結

果通知の様式は、「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」に

示された通知様式例の記載事項を網羅したもので、見やすいようレイアウトを工夫す

る。 

 

４ 記録の提供の考え方 

○他の保険者 

健診・保健指導データは厳格な取扱いが求められるため、加入者が転職・退職

や転出等により加入する医療保険者を替わる場合は、本人にデータを渡し、新保

険者へ提供するかどうかは本人が判断するものとする。 

よって、医療保険者間でのデータの移動は原則行わないが、以下の条件が揃う

場合のみ例外的に行うものとする。 

・新保険者が、旧保険者でのデータも含め全体的なデータ管理を行う意向が強い

場合 
・かつ、本人が新保険者のデータ管理に対する意向に同意・賛同するものの、本人

から提供できないために新保険者が旧保険者から提供を受けることに本人が同意

する場合 
・さらに、旧保険者が最低保管年限を超えて本人に代わりデータを長期保存してい

る場合 
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５ 個人情報保護対策 

 

（１）特定健康診査等の記録の保存方法 

特定健康診査及び特定保健指導で得られる健康情報等の保存については、個

人情報の保護に関する法律及びこれに基づくガイドライン等及び大野城市個人情

報保護条例により、適正に保存する。 

 

（２）体制 

個人情報の保護に関する法律及びこれに基づくガイドライン等及び大野城市個

人情報保護条例による管理、運用体制とする。 

 

（３）保存に係る外部委託の有無 

効果的、効率的な特定健康診査・特定保健指導を実施するために、収集した個

人情報を有効に利用することが必要なため、個人情報の保護に関する法律及びこ

れに基づくガイドライン等及び大野城市個人情報保護条例により個人情報の保護

に十分に配慮しつつ、データの保存を外部委託ができることとする。 

 

（４）外部委託をする場合には、外部委託先を記載 

福岡県国民健康保険団体連合会 

 

（５）特定健康診査等の記録の管理に関するルール（基本指針の第二の三に掲げる

法律及びガイドライン（※）、保険者において既に定めている情報セキュリティポリ

シー等のルール） 

特定健康診査等の記録については、個人情報の保護に関する法律及びこれに

基づくガイドライン等及び大野城市個人情報保護条例により、適正に管理する。 
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第４章 結果の報告 

  
大野城市国保は、特定健診等の実施年度の翌年度の中頃に、前年度の実施結果

データを、社会保険診療報酬支払基金を通じて国に提出する。 
○特定健診・特定保健指導情報の集計情報ファイル（健診・保健指導実施結果報告） 
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第５章 特定健診・特定保健指導に係る費用 

 

１ 特定健康診査等実施計画の参酌標準と後期高齢者支援金との関係について 

（１）平成２４年度における参酌標準 

・特定健康審査の実施率    ６５％ 

・特定保健指導の実施率    ４５％ 

・メタボリックシンドローム該当者・予備軍の減少率 １０％ 

 

（２）後期高齢者支援金との関係 

平成２０年度からの７５歳以上が加入する後期高齢者医療制度で、給付費の

一部（４割）を７４歳以下が加入している保険者が支援し、残りは５割を国等が公

費で、１割を７５歳以上の後期高齢者医療加入者の保険料で負担することとな

る。 

７４歳以下が加入している保険者が負担する「後期高齢者支援金」について

は、国が「特定健康診査等基本指針」で示す「特定健康診査等の実施及びその

成果に係る目標に関する基本的な事項」、及び保険者が本実施計画で定める

「特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する具体的な目標」の

達成状況を勘案して、±１０％の範囲内で、政令で定める方法により、加算・減

算等の調整を行う（法第１２０条第２項・第１２１条第２項）こととされており、平成

２５年度から納付する後期高齢者支援金に適用される（法附則第１５条）。 

本市において、この特定保健指導等の実施及びその成果に係る目標達成率

が不十分だった場合、仮に後期高齢者支援金が８億円だったとすると、最大８,０

００万円の加算となる可能性がある。 

そのため、この特定健康診査・特定保健指導では、実施主体の効率的・効果

的な実施だけではなく、被保険者の理解と実践が最も重要となり、生活習慣病

を予防することが医療費の伸びの抑制と後期高齢者支援金の負担軽減となり、

結果、被保険者の負担を減らし、国民健康保険の安定した運用が持続可能なも

のとなるのである。 

 

２ 特定健康診査・特定保健指導に係る費用 

（１）平成 23 年度までの試算 

平成 19 年度（第 13 次）実施計画作成時、下記のとおり試算した。平成 21 年

度以降は、初年度（平成 20 年度）の健診受診者数等の実績を踏まえ、内容を精

査することとする。                                   （千円） 

 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 
直接事業費（人件費除く） 36,171 38,275 45,867 53,429 

（うち国保負担分） （21,881） （22,403） （26,023） （29,613） 
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第６章 特定健康診査等実施計画の公表・周知 

 
生活習慣の改善により、糖尿病等の生活習慣病の予防対策を進め、糖尿病等を

発症しない段階でとどめることができれば、通院患者を減らすことができ、更には重

症化や合併症の発生を抑え、入院患者も減らすことができる。その結果、国民の生活

の質の向上を図りながら、近年増加傾向にある医療費の伸びの抑制を実現すること

が可能となる。 
①特定健康診査によって、生活習慣病の発症の要因となる内臓脂肪症候群（メタ

ボリックシンドローム）の該当者および予備群を減少させるための特定保健指導

を必要とするものを的確に抽出することができ、さらに、対象者が健診の結果か

ら生活習慣の改善を自ら実行し、行動変容につなげることができる。 
②特定保健指導によって、対象者がメタボリックシンドロームの要因となる生活習

慣における課題を認識して行動変容と自己管理を行うとともに、健康的な生活を

維持することができるようになることを通じて、糖尿病等の生活習慣病を予防す

ることができる。 
予防可能な生活習慣病を予防し、将来の医療費の伸びを抑え、被保険者の負担を

減らし国民皆保険制度を持続可能なものとするためには被保険者の理解と実践が最

も重要となる。 
 
（１）特定健康診査等実施計画の公表方法 

本市のホームページへ掲載する。 
 
（２）特定健康診査等を実施する趣旨の啓発 

本市の広報おおのじょう及びホームページへの掲載、受診券発送時に併せた

パンフレット等の配布を行う。 
 




